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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（大瀧次男） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は20人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（大瀧次男） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（大瀧次男） 本日の会議は議事日程第４号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（大瀧次男） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、冨岡幸夫議員、浅利竹二郎議員、原田

敏匡議員、野中貴健議員の一般質問を行います。

◎冨岡幸夫議員

〇議長（大瀧次男） まず、冨岡幸夫議員の登壇を

求めます。16番冨岡幸夫議員。

（16番 冨岡幸夫議員登壇）

〇16番（冨岡幸夫） おはようございます。むつ市

議会第254回定例会に当たり、一般質問を行いま

す。市長並びに理事者の皆様にはご答弁方よろし

くお願いを申し上げます。

今日12月９日でありますが、昨日８日はあの太

平洋戦争から81年目を迎えた日でありました。私

たち日本人にとって忘れられない日であります。

また、８月６日８時15分、８月９日11時２分、こ

。 、れは共に原爆投下された時刻であります そして

８月15日、終戦記念日であります。私たちにとっ

て忘れることのできない日であります。今や世界

中で紛争が絶え間なく続き、昨今ではロシアのプ

ーチン大統領によるウクライナ侵攻、全く蛮行に

批するもので、私たちは毎日の報道、非常に胸を

痛くしている思いであります。一日も早く終わっ

てほしいと願っているところであります。

私ごとになりますが、過去の定例会において歴

史教育について２度ほど質問をしてまいりまし

た。この目的は、子供たちがこの歴史教育をきち

んと学んで、そして近代、現代に関する事柄、こ

れは国際競争力に勝るという意味合いからも子供

たちには大事な教育であります。ぜひともそのよ

うなことがかみ砕いて教えられ、日本人として誇

りを持ち、国土を守るという気概を持っていただ

きたい、このような思いで私は質問をしてまいり

ました。

今年、高等学校の歴史教科書は大幅に改善され

ました。これまでは、日本史Ａ、Ｂという科目で

ありましたけれども、新たに歴史総合という新し

い必修科目になりました。これは、今申し上げた

、 、とおり 近現代に比重を置いた教育がなされると

こういうふうなことであります。非常によかった

なと私は思っております。そして、そのことは、

学校によっては近代、現代、この期間から歴史を

教えていくというような学校も出ておるようであ

。 。ります 非常に頼もしい姿だなと思っております

このようなことから、私は幕末、明治以来、日本

の近代国家が成長し、今日に至っていると。

ただ、戦争があったことによって私たちはアメ

リカの傘下に意識を置いて、何かあればアメリカ

が守ってくれる、このような思いで過ごしている

のではないか、このように思って私は危惧してお

ります。全く表現がよくないですけれども、平和
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ぼけをしている 「日本人大丈夫か 、このよう、 」

に言いたいところであります。近隣では北朝鮮か

らミサイルが飛んできたり、中国から尖閣諸島に

領土侵犯を侵してみたり、このようなことが日々

。 、繰り返されております 何とかこのようなことを

私たち日本人、日本の国を守るという気概でもっ

てこれから進んでいかなければならない、こうい

うふうに思っております。

そのようなことから、今日の質問は近代、現代

に結びついている事柄について質問をいたした

い、このように思っております。その最初の質問

は、重要土地利用規制法、この９月に全面施行さ

れ、正式には重要施設周辺及び国境離島等におけ

る土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関

する法律といいます。これは、国家安全保障上、

支障となるおそれのある重要な土地の取引やその

周辺における利用行為の規制を可能とするもので

あります。この背景となったのは、2010年代に入

り、安全保障上重要な施設、海上自衛隊、長崎県

対馬にある対馬防備隊や航空自衛隊千歳基地など

の周辺の土地が中国や韓国などの外国資本によっ

て取得されていることが相次いで報じられ、外国

資本による不透明な土地取得を防ぐことを目的と

しているものであります。

内容については、自衛隊基地及び原子力発電所

の周辺１キロメートル、国境の離島を注視区域と

指定するものであります。よって、おのずと私ど

ものむつ下北半島もその地域に指定されるのでは

ないか、このように思っております。

先月の第１次候補地として指定されようとして

いるのは、我が青森県では大間崎の先、弁天島で

あります。そのようなことから、私たちの環境も

。 、少しずつ変わっていくのかもしれません よって

そのことについて国からの通知があるのかどう

か、またそこに起因する注視しなければならない

点があるのならばお知らせください。

第２点目は、海上自衛隊大湊基地についてであ

ります。大湊基地の始まりは、明治35年、横須賀

鎮守府の配下において水雷団が置かれたことにあ

ります。そして、明治38年、要港部に昇格し、以

来戦争を通じて現在に至っております。

今年７月、むつ市及びむつ市議会でもって防衛

省に要望書を出しております。内容は、海上自衛

隊大湊基地港内等の浚渫および大型艦船の配備に

ついてであります。このことの回答についてどの

ようなものであるのか、またその対応についてど

のように考えているのか、お知らせを願いたいと

思います。

そして、そのようなことから、今後の自衛隊と

の共存共栄についてどのようにお考えなのか、お

伺いをいたします。

３点目は、斗南藩史跡についてであります。斗

南藩史跡につきましては、明治３年、会津藩がこ

の下北へ立藩して、昨年150年を迎えました。斗

南丘地区または会津藩が船で上陸した安渡湾、ま

た先般立藩150年記念、そしてむつ市の62年を記

念して柴五郎の詠み語り劇「北の慟哭」の上映が

された。柴五郎の住居跡、それらの史跡があるわ

けでありまして、その史跡について、分かる人は

分かるのでありますが、興味のない方については

ただ素通りをしているという状況にすぎない史跡

であります。どうかこれからも会津の影響を基に

下北が育っているというようなことも言われてお

りますので、将来にわたってこの史跡は大事に伝

えていかなければならないものであります。その

ようなことから、新たに道路沿いに観光、史跡案

内、このような看板を設置するか、または立ち寄

る際の駐車場などを整備できないものか、その計

画はないかお知らせ願いたいと思います。

最後の質問は、ＪＲ大湊線の存続についてであ

ります。これも明治５年10月14日、新橋から横浜

まで開通したのが日本の近代化の始まりと言われ
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ております。我が大湊線は、大正10年９月25日に

全線開通しております。昨年は、この開通100年

を迎え、そして皮肉なことに今日その廃線を論じ

なければならないという心配事が出てまいりまし

た。

昨日もこのＪＲ大湊線についての質問がありま

したことから、私は経過については承知いたしま

したけれども、ＪＲ東日本から廃線の協議、存続

についての打診の案が来ているものかどうか、分

かっていたらお知らせを願いたい、そのように思

います。

これで壇上からの質問を終わらせていただきま

す。よろしくお願いをいたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。冨岡

幸夫議員のご質問にお答えいたします。

まず、重要土地利用規制法についてのご質問の

１点目、規制法の主旨から当地域も指定対象にな

り得るが、国からの通知はあるのか、また注視す

べき点は何かについてお答えいたします。当市に

は海上自衛隊大湊基地をはじめとする防衛関係施

設や原子力関係施設が立地しているものの、現在

のところ国から候補地指定に係る通知は届いてお

りません。

また、市民の皆様が注視すべき点といたしまし

ては、国による指定を受けた際には目的に応じた

利用制限を受け、従わない場合は刑事罰の対象と

なる可能性もあるということであります。市へ通

知が届いた際には、広報むつやホームページ、Ｓ

ＮＳにて速やかに情報を発信いたしますので、市

民の皆様におかれましては情報を注視していただ

ければと存じます。

次に、ご質問の２点目、規制法についての所感

についてでありますが、我が国の安全保障を取り

巻く国際情勢が厳しくなる中、政府が国土を守る

という点において非常に重要なことだと認識して

おります。

次に、海上自衛隊大湊基地についてのご質問の

１点目、これまで防衛省に要望してきた事項と、

その処理対応についてお答えいたします。これま

で防衛省に対しては、防災食育センター整備に伴

う財政措置についてや、下北・むつ市企業連携協

議会との連名で自衛隊の事務用品調達に係る地元

発注の継続について、海上自衛隊大湊基地港内等

の浚渫および艦艇配備についてを、さらにむつ市

議会との連名で海上自衛隊大湊基地港内等の浚渫

および大型艦艇の配備について、陸奥湾における

掃海訓練の継続実施についてを要望しておりま

す。一般的に国においては個々の要望への回答は

行っていないと認識しておりますが、地域の中小

企業、小規模事業者等の積極的な活用について方

針が示されているほか、浚渫工事や掃海訓練につ

きましても定期的に実施されており、地元に配慮

された対応がなされているものと認識しておりま

す。今後につきましてもむつ市議会や関係団体の

皆さんと連携し、必要な要望活動を継続してまい

りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

次に、ご質問の２点目、今後の共存共栄策につ

いてお答えいたします。海上自衛隊とむつ市との

関係は、明治35年の旧海軍大湊水雷団以来、歴史

的には100年を超えるつながりがあります。現在

は、ご当地グルメをはじめ各種イベントへの協力

など、市の経済活性化になくてはならない存在で

あると認識しております。

また、海上自衛隊大湊基地が存在することによ

り、特定防衛施設周辺整備調整交付金が当市に交

付されております。本交付金は、令和３年度はイ

ンフルエンザワクチン接種費用助成事業、スクー

ルサポーター配置事業、小中一貫教育非常勤講師

配置事業、むつ市外国語指導助手配置事業に活用
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させていただいております。今後もむつ市の発展

のため、引き続き共存共栄を図ってまいりたいと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

次に、斗南藩史跡について及びＪＲ大湊線存続

についてのご質問につきましては、担当部長から

の答弁とさせていただきます。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） 斗南藩史跡についてのご

質問、一目でわかる史跡の観光案内看板及び駐車

場整備計画についてお答えいたします。

市内にあります斗南藩ゆかりの史跡としまして

、 、 、 、は 徳玄寺 円通寺 円通寺内にあります招魂碑

柴五郎一家居住跡と顕彰碑、斗南藩墳墓の地、斗

南藩士上陸の地及び斗南藩史跡地の計７か所とな

ります。各史跡の観光案内看板につきましては、

サイズ、デザインは異なっておりますが、史跡の

、 、景観 立地環境等に配慮した木製標柱等を設置し

ご案内しているところでございます。

次に、斗南藩史跡の駐車場につきましてでござ

いますが、現在それぞれの史跡付近に専用の駐車

場がない、または駐車可能な台数が少ないことか

ら、バスでの移動、もしくはしもきたＴＡＢＩあ

しすとが実施しております下北観光タクシー乗り

放題プランをはじめとするタクシーのご利用をご

案内しております。斗南藩史跡の観光案内看板及

び駐車場整備計画につきましては、観光客等の史

跡地での滞在時間や少人数旅行の増加に見られる

旅行形態の動向及び各史跡の周辺用地の状況等も

勘案し、総合的に整備の在り方を判断してまいり

たいと考えております。

いずれにいたしましても、斗南藩史跡は市民の

皆様及び斗南藩関係者等の誇りであるとともに、

歴史、学術上貴重な場所でございます。こうした

ことから、会津若松市や関係団体との交流事業及

び斗南藩の歴史に関わる情報発信を継続してまい

るとともに、史跡を訪れる皆様にとって心が洗わ

れるような尊厳のある空間となるよう、引き続き

必要な整備について検討してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（角本 力） ＪＲ大湊線存続につ

いてのご質問の１点目、ＪＲ東日本から廃線また

は存続案の打診の状況についてお答えいたしま

す。

本年７月28日、ＪＲ東日本が2019年度実績にお

きまして平均通過人員が１日当たり2,000人未満

の線区について、持続可能な交通体系を建設的に

議論することを理由に、初めて利用状況について

公表しております。今回の収支公表について、Ｊ

Ｒ東日本では赤字路線イコール廃止ではなく、沿

線自治体等と持続可能な交通体系を建設的に議論

していくための公表であるというようにしてござ

います。

次に、ご質問の２点目、今後の存続協議につい

て、地域住民説明並びに沿線自治体、県、国に対

しどのような姿勢で臨むかについてであります

、 、が 国やＪＲ東日本の動きに迅速に対応するため

、 、ＪＲ大湊線の沿線自治体であるむつ市 野辺地町

横浜町が中心となり、また国・県、ＪＲ東日本に

もオブザーバーとして参画いただき、ＪＲ大湊線

活性化協議会を今月設立し、国やＪＲの動向につ

いて情報共有を図るとともに、路線の利用促進や

各地域の活性化について検討してまいりたいと考

えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 16番。

（ ） 。〇16番 冨岡幸夫 答弁ありがとうございました

順次再質問をいたしたいと思います。

先ほどの重要土地利用規制法についてでありま

すが、通知はないということでありますが、３年

以内に全国で600か所指定になるだろうというふ

うに言われております。我が地域では、当然海上
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自衛隊がその対象となることは分かるわけであり

、 、 、ますが 海上自衛隊に関連する施設 または航空

または試験場といいますか、半島内にはかなりの

軍事関連施設といいますか、あるわけでありまし

て、それらの指定もなるのかどうか。この辺のこ

とは、国が指定しなければ定かでないというよう

なことは理解するわけですけれども、指定する範

囲というものが、例えば境界から全て１キロ以内

なのかどうかというようなこと、または別な意味

合いで重要拠点があって、そこから重要と思われ

るところが１キロ以内の範囲なのか、これはよく

分かりません。そのようなことが分かっておりま

したらお知らせ願いたいと思います。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（角本 力） お答えいたします。

この重要土地利用規制法の審査などにつきまし

ては法定の審議会がございまして、こちらは土地

等利用状況審議会というのがございまして、こち

らのほうで指定についての考え方が示されており

ます。その範囲といいますのは、フェンス等の外

枠を基準におおむね１キロメートルということに

なっておりまして、その上で例えば建物を分割し

ないとか、既存の道路、河川を境にして指定して

いくというような方針が示されております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 16番。

〇16番（冨岡幸夫） これからのことでありますの

で、これから見守っていきたいなと思っておりま

すが、私なりにこの法については、国会でも議論

がありましたけれども、１キロの範囲というのは

非常に狭過ぎるというようなことで、外国からの

資本が投入されるといいますか、そういうふうな

ことにはかなり危惧する場面があるというふうに

思うわけであります。国の施設であれば、それは

それでいいのでしょうけれども、原子力施設とい

うことがうたわれておりまして、これは当方では

リサイクル燃料貯蔵株式会社が対象になると、ま

たは郡内でいきますと東通原子力発電所、大間原

子力発電所、さらには六ヶ所村の日本原燃株式会

社の施設、こういうものが対象になるのではない

かなと思っておりますけれども、民間についての

通知の仕方というのが分かっていれば教えていた

だきたいと思います。分からなければ、それで結

構です。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（角本 力） お答えいたします。

ただいま議員からお話あったとおり区域指定の

考え方については、閣議決定された基本方針に照

らして、防衛関係施設、生活関連施設として原子

力関連施設、あとは国境離島等ということで示さ

。 、 、れております そして 当該地方自治体のほうに

地方公共団体のほうに意見を求めるというような

ところまでは先ほどの審議会のほうで示されてお

りますけれども、個人については特に今のところ

示されている方針というのは確認できておりませ

ん。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 16番。

〇16番（冨岡幸夫） この問題といいますか、危惧

されることは、北海道倶知安町、ニセコ町など、

昨日、二、三日前もニセコ町では外国人スキーヤ

ーが入ってきてパウダースノーを楽しむことが非

常に喜ばれておりまして、十数年前から外国人が

入ってきている。倶知安町、ニセコ町では今リゾ

ート開発的な要素があって、これが全て外国資本

であるというようなことであります。自治体で問

題になっているのは、その資本が多くなればなる

ほど外国人が入ってきてお金は落ちるのですけれ

ども、地元が有益なものになるかといえば決して

、 、そうでなくて 一つの大きな問題は建物ができて

大規模な建物ができることによって水の供給がで

きない、水道局の増設をしなければならないとい
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うようなことが出ておりました。そうすると、こ

れは全部自治体の負担になるわけでありまして、

外国人が楽しむことに自治体もといっても、所有

された外国の固定資産税やら全てのことを追いか

けるというふうなことも大変な作業をしているみ

たいでございます。

最も悪いのは、ニセコ町はこの10年間ぐらい、

全国で一番地価が上がっているのです。地価が上

がることによって、住んでいる方々の固定資産税

まで上がってしまうと。そうすると、所得が増え

ないのに固定資産税が上がるというようなこと

で、非常にちぐはぐな、デメリットのほうが大き

くなっているというようなことがあって、開発に

はなかなか大きな問題があるなと、こういうふう

なことが言われております。そういうふうなこと

から、これから我が地域でもそういうふうなこと

があるのかもしれません。

そして、それはそれとして置いて、最近のニュ

ースで危惧されることは、福島県、それから山口

県、岩国市のそば、福島県の山林も陸上自衛隊の

施設があるところなのですけれども、大規模開発

されて、上海電力日本株式会社という会社、これ

が土地を買い占めているというような状況で、こ

ういうふうなことがあると、ほぼほぼ日本の国は

中国にいろんなところでむしばまれてくるという

ようなことがあります。現に千歳市もそうであり

ますし、小樽市の一部もそうであります。こうい

うふうに私たちにはそんなに関係ない話かなとい

うふうに思われがちですが、現実的にはいつどこ

でどういうふうな手が忍び込んでくるかというふ

うなことも分からないのです。

そういうふうなことから、将来的にもしそうい

うふうなことが守れるのであれば、一自治体でも

条例化できると思いますので、そういうふうなこ

とに対処するような場面に遭遇されると思うこと

の想定で私は言っていますけれども、市長におか

れてはそういう制限を加えるというようなことを

考える余地があるのかどうかお知らせ願いたいと

思います。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

ニセコ町の話は今の話で、私はちょっと今お話

を聞いていて思い出したのが、1980年代にニュー

ヨークのマンハッタン、特に中心部を、ロックフ

ェラー・センターを中心に、三菱地所だと思いま

すけれども、土地を多く購入しました。そこで起

こったのが日本への攻撃です、アメリカからの。

そのことによって、プラザ合意以降のバブルが崩

壊したというふうにも言われていますけれども、

長い歴史の中で見たときに、今、ではマンハッタ

ンはどうなっているかというと、やっぱり中国資

本がいっぱい入っているのです。これは間違いな

くそう。私がいた10年前ですらそういう状況でし

たから、恐らく今もっと進んでいるのではないか

。 、 。と これは推測ですけれども そうなっていると

一律に外国資本だから悪いということではない

というふうに私は思っているのです。それよりも

何よりも今聞いていて思ったのは、それだけ開発

行為が行われる魅力的な土地になれるかどうかと

いうことのほうがむしろ大切で、そうなったとき

にどう選んでいくかと、私たちが。パートナーを

どう選んでいくかということだと思うのです。そ

うなってしまえば、仮の話ということになります

けれども 中国資本だからといって必ずしも100％、

悪いわけではないと。基本悪いと思うのですが、

100％悪いわけではない。ですから、お付き合い

の方法とか、お付き合いの方法というのは、すな

わち土地利用の規制の方法というのはやっぱりし

っかり、そうした開発がたくさん行われるような

魅力的な土地になって、投資の話が来るようにな

れば、これは考えなければいけないことだという

ふうに思っておりますし、この円安の状況の中で
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は早晩、当地域もそうなる可能性はあるというふ

うに理解しています。

〇議長（大瀧次男） 16番。

〇16番（冨岡幸夫） 確かに市長言われるようにア

メリカの場合は、日本の企業が景気がよくて、そ

ういうときもあったと。自由主義社会の中でそう

いうふうなことが起きるというのは結構なことな

のですが、事中国というようなことになると全く

場面が変わってしまうというようなことでありま

す。現にハウステンボスなんかも上海の企業に替

わったり、京都のホテルが中国の資本に替わって

。 、いるというようなこともあります 危惧するのは

北海道の水資源までが中国に狙われているという

ようなことがあります。

話はそこまでにして、自衛隊基地についてお伺

いをいたしたいと思います。私がこの大湊基地の

ことについて取り上げたいなと思ったのは、何と

も私たちの地域がジレンマに陥っているというよ

うなことでありまして、人口の減少並びに景気の

衰退といいますか、人口は増えない、増やすこと

はなかなか難しいとしても景気だけは何とか維持

したいなと、こういうふうに思うわけです。

そういう中にあって、この際、毎日のように報

道されておりますが、防衛力強化、そして軍事費

の増大、軍事費も５年で43兆円ですか、そういう

見出しが飛んでおりますけれども、そういう時期

を迎えております。何とか大湊の基地について助

けてもらうといいますか、共存共栄の中でもって

いい関係で、言うべきは言うというような立場を

取っていきたいなと、こういうふうに思うわけで

あります。

最初に、現状大湊基地において現在の隊員数で

あるとか、家族の数とか、ＯＢ含めてどれくらい

の人たちが今日まで私たちの生活の下支えになっ

ているかというようなこと、また経済にとってど

ういうふうな影響があって消費がなされているの

かとか、地元発注がなされているか、概略で結構

ですので、お知らせ願いたいと思います。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） お答えいたします。

現在大湊地方総監部に所属する隊員数でござい

ますが、約2,600名、そして隊員のご家族を含め

ますと約5,000名の自衛隊の関係者の皆様がいら

っしゃるというふうに伺っております。

また、消費という部分ですが、詳細な金額につ

きましては把握しておりませんが、相当な額がこ

の関係者の皆様、隊員の皆様で消費されていると

いうふうに考えてございます。

また、大湊地方総監部から市内の事業者への契

約ということでございますが、令和３年度の実績

といたしまして、艦船の修理に関する契約が７億

2,000万円、役務提供に関する契約が５億2,000万

円、食料に関する契約が３億2,000万円、売買契

約が６億円、その他の契約が２億1,000万円、合

計しますと23億7,000万円というふうに伺ってご

ざいます。

以上です。

〇議長（大瀧次男） 16番。

〇16番（冨岡幸夫） 今現状の数字をお聞かせいた

だきましたけれども、市長、この数字で、今まで

自衛隊とお付き合いしてきた地域のトップとして

どういうふうに感じておられるか、またこれから

どういうふうにお付き合いしていけばいいのかと

いうところを少しお聞かせください。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

額の多寡ということについては、これは結果で

ありまして、私がこの場で論じることではないと

いうふうに感じています。

自衛隊の皆様との向き合い方ということで大切

なことは、やはり地域として隊員の皆様が任務や

訓練に集中できる生活環境をつくっていくことだ
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というふうに思うのです。いろんな要素があるの

ですけれども、その中で家族で来てくれない方々

が多くなっている、その最たるところは教育だと

いうふうに言うのです、皆さん。昔は、中学校ま

で一緒に来ていたけれども、やっぱり教育水準の

ことを考えるとみたいな話をされると。これは、

私にとってみるとすごくがっかりする部分があっ

て、小学校ですら来てくれなくなっていると。こ

ういうことは、やっぱりちゃんと私たち自覚しな

ければいけなくて、教育水準を上げていって、隊

員の皆さんがご家族で来てもらえるような環境を

つくっていくということはすごく大事なことだと

思います。そのほかの生活環境のこともたくさん

ありますけれども、よく言われるのはそういうこ

とだと。

もう一つは、何かいろんなことを配備してくだ

さいとか、来てくださいというのも、それは大事

なことなのですけれども、それって本当の意味で

の防衛政策とはリンクしていなくて、私たちが本

領を発揮しなければいけないのは、いざ、こうや

って防衛費を拡大したときに、必ず基地の機能と

いうのは増強されるはずなのです。それをちゃん

と地域としてまとめていくことだと思うのです。

こういうふうな観点で配備したい、こういうふう

な基地を造っていきたい、こういうふうな装備を

つけたい。事あるごとに各地域で反対運動が起こ

るのです、こういうのって。自衛隊の例えば「ゆ

うだち」がソマリア沖アデン湾に行きますという

ときに家族みんなで、私も見送るのです。そうす

ると、どこからともなく反対運動の人たちが大き

。 。な声を出してやってくるわけです 考えられない

。 、地域の共産党の方々ではないと思います あれは

東京から来ている方々だと思いますけれども、と

私は信じていますが、そういう人たちもいる。国

全体が何かまだ自衛隊が基地の増強をするときに

反対しなければいけないような空気がある。これ

をいかに地域として議会も含めてまとめていっ

て、しっかりとした形でやる、これが大事だと。

そういう意味では所在自治体の役割というのは、

経済のことというのは結果であって、どちらかと

いうと一緒に国防を担っていきましょうという、

その機運の醸成を市民の皆様としていくというこ

とが大切なのだと、このように私は理解していま

す。

〇議長（大瀧次男） 16番。

〇16番（冨岡幸夫） 今市長から、一緒に国防を担

っていきましょうと、全く同感であります。日頃

災害があれば自衛隊に大変お世話になっておると

ころでありまして、感謝を申し上げなければなら

ないことを忘れておりました。失礼しました。

やはり私たちは、自分たちの地域がどうあるべ

きかというふうなことを考えると、自衛隊の存在

というのは大きいと言わざるを得ません。昨日の

ＢＳの報道1930で千歳市のことを話ししておりま

した。10万人以上あると思いますけれども、千歳

市には空港と、航空自衛隊と陸上自衛隊がありま

して、およそ４分の１の人間が自衛隊関係者であ

ると、経済も自衛隊がなければというようなお話

をしておりました。我が地域も、そこまでいかな

くても大きな影響力を持って支えてもらっている

のだろうなと、こういうふうに思っております。

要望書の大型艦艇について少しお話しさせてい

ただきますけれども、今国では、海上自衛隊では

イージス艦とか、言わば近隣から飛んでくる弾道

ミサイルをどういうふうに迎撃していこうかとい

うような装備だとか設備だとか様々考えているよ

うでありまして、船でいくとイージス護衛艦、最

近できたのが「まや」という型みたいです。これ

は8,500トンの基準排水量で、乗組員が300人、も

う一つ、最近ではステルス艦という護衛艦で、こ

れは3,500トン、これがこれから10隻、今できて

いるのが２隻でしょうか、10隻造られるというよ
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うなことであり これは3,500トンで 乗員が90名、 、

とかということであります。船の配備があると、

それなりに地元は潤ってくるというようなことに

つながっていくと思われます。昨今は、南のほう

に全ての防衛諸隊が移っていると。冷戦が終わっ

、 、てから大湊も随分 簡素とは言いませんけれども

最低限の防備でもって警戒に当たっているという

ようなことになるのだろうと思いますけれども、

それを今回の防衛力強化、これによってもっとも

っとこの大湊にも配備をお願いしなければならな

いのではないか、こういうふうに思っております

が、こういうふうに具体的に話をするということ

については、市長、どういうふうにお考えでしょ

うか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 自衛艦艇の配備ですとか、

あるいは様々な基地の装備、設備、あるいは最新

の防衛装備ということの配置ということについて

は、専ら防衛政策の観点から国が決めるべきもの

だというふうに考えるのです。

でも、大切なのは、それがいざ地域になったと

きに必ず反対する方々がいらっしゃるということ

だと思っていて、さっきも言ったように、それを

どう私たちがまとめていくかということのほうが

むしろ大事だと。ですから、私はどちらかという

とイージス艦をどんどん配置してくださいとかと

いうことよりも、地域として私たちがメッセージ

として出さなければいけないのは、自衛隊と国防

のためであれば市長自らが、あるいは議会自らが

先頭に立って地域に説明していく覚悟はあると、

このことを強いメッセージとして国防を担う防衛

省に伝えていくこと、このことが結果的に基地の

拡大につながるものと、このように認識してござ

います。

〇議長（大瀧次男） 16番。

〇16番（冨岡幸夫） 時間もなくなるのですが、浚

渫のことについて、簡単に過去行われてきた事柄

についてお知らせ願いたいのですが、前回やった

ことについて問題があるかどうかというようなこ

、 。とがあれば 含めてお知らせ願いたいと思います

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（角本 力） お答えいたします。

浚渫工事のことについてということでございま

すけれども、艦艇の大型化への対応のために、平

成13年４月に着手した浚渫がございまして、こち

らが平成23年３月に完工したということで伺って

おります。この結果、あめ型、なみ型と呼ばれま

す護衛艦が入港できるようになったということ

で、こちらは海上自衛隊のホームページで調べま

したところ、大体4,500トン程度の喫水が５メー

トル余りの船が入れるようになったというふうに

認識してございます。

そして、浚渫を行う際の問題点ということであ

りますけれども、こちらは費用と浚渫土が大量に

発生するということが問題点であるというふうに

伺ってございます。

以上です。

〇議長（大瀧次男） 16番。

〇16番（冨岡幸夫） ありがとうございます。この

浚渫によって大きい艦が入ってこられればいいの

、 、ですけれども あいにく湾の構造上といいますか

砂嘴の関係でなかなか難しいことがいっぱいある

というように伺っております。護衛艦といえども

喫水は６メーターそこそこでも、その下にソナー

がついていまして、また３メーターほどそれがあ

ると。そうすると、10メーター以上の水深がなけ

れば入ってこられないということになるわけで

す。その浚渫した奥に海上自衛隊唯一の１万トン

ドックがあるわけです。これも自衛隊では整備を

しているのです、近年。使おうとしているとは思

うのですけれども、何せ浚渫がなされないと、そ

れも機能しないというようなことになって、私は
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その浚渫のことについて、非常に大湊、海上自衛

隊の将来の危機があるのではないかなと、こうい

。 、うふうに思ったりもしているわけです ですから

そういうふうなことにならないように願いたいも

のだなと思っております。

それで、話はいきなり飛びますけれども、津軽

海峡に、これは９月25日、東奥日報、こんな大き

い紙面でロシア、中国艦船が通ったというような

ことで紹介されました。公海といえども、日本に

は５つの海峡の公海があるわけですけれども、公

海の制限というのは、12海里、領海あるわけです

が、公海の場合、日本では３海里にしかしていな

いのです。堂々とどこでも通って歩けるというよ

うな思いでいますけれども、やはり大湊の岸から

海峡へ出るというようなことには非常に時間がか

かる。私は、関根浜に新たな防衛施設を要請した

らどうかというふうなことを思っていまして、そ

うすると将来の海洋地球研究船「みらい」のこと

であったり、リサイクル燃料の入港であったりと

様々なことで、または津軽海峡というのは非常に

便利でありまして、日本をぐるっと回らなくても

中国、朝鮮には、アメリカ、カナダからは津軽海

峡を通っていくというようなことで、八戸にわざ

わざ寄らなくてもいいというようなこともあっ

て、関根浜というのは私は重要な港になると、こ

ういうふうに思っておりますけれども、市長はそ

の点考えたことはないと思いますけれども、聞い

ていてどのように思われるかお願いします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 恐らく公海の沿岸部に基地

を建設することは、外務省が反対するのではない

かと聞いていて思いました。

〇議長（大瀧次男） 16番。

〇16番（冨岡幸夫） 非常に大きな問題であります

ので、いろいろ国の関係で外務省が強いのか、防

衛省が強くなるのか、それぞれけんかして、何と

か私たちの地域のためになればいいなと、こうい

うふうに思っているわけであります。ほかの質問

がなかなかできません。

斗南藩の駐車場の件について、ぜひバスの１台

ぐらいはどこかに止められるようなことを計画し

てほしいなと思っております。呑香稲荷のところ

には、会津若松市の室井市長が柴五郎の顕彰碑を

建ててくれたというようなこともあって、紹介を

したくてもできないという状況がありますので、

何とかそういうふうなところに目を向けてもらえ

ないか、簡単にお願いをいたしたいと思います。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ご案内していて私もそのよ

うに感じる場面もありますので、しっかり今後検

討してまいりたいと考えてございます。

〇議長（大瀧次男） 16番。

〇16番（冨岡幸夫） 聞こうと思っても全く聞けま

せんけれども、これだけはしゃべっておきたいな

と、こういうふうに思っており、議長からもお許

しを願いたいのでありますが……

〇議長（大瀧次男） どうぞ。

〇16番（冨岡幸夫） 昨日、おとといから市長の今

後についていろんな話があります。私もその中の

一人といいますか、市長には大きく期待を申し上

げたいと。市長は、国土交通省、キャリア上がり

でありますから、国の基幹的なこと、よくよくご

存じだというふうに思っております。今日は、国

土の話、防衛の話、全て国土の話でありまして、

私どもの経済を支えている、または日本の基幹、

屋台骨になり得る道路、これをもっともっと整備

してほしいのであります。前回の定例会で佐賀議

員が国道279号の話をしておりました。避難道と

いって北通りの道路が新しくなれば、下北半島縦

貫道路が大間町までそんなに未整備な部分がなく

なるというようなことまで。

私は、平成７年、議員になったときの最初の一
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般質問が全国総合開発、四全総の話をさせてもら

いました。それは、北海道と本州に橋を架けたい

という思いからでありまして、そのことはもはや

時代が違ってきたというふうに思われて、ずっと

私も口をつぐんでまいりましたけれども、昨今は

第２青函トンネルを造ろうというような話まで出

てきております。そうなると話は別だなと思って

おりまして、私は市長にはそういう国土軸を考え

ていく、そういうふうな政治家になってほしいな

と、こういうふうに思っておるわけであります。

あの明石海峡に橋を架けた衆議院議員の原健三

郎、後には衆議院議長になりましたけれども、あ

の方は淡路島の出身で、生涯あの橋に命をかけて

きた人でありました。私も函館の仲間と青年会議

所時代の縁でもって、そういう橋の話をしてまい

りました。近くで言うと、大間前町長、金澤満春

さんともそういう思いで何度も勉強会に行った

り、そういうふうなことをしてまいりました。何

とか市長には青森県の全体のこと、または国のそ

ういう基幹のことをぜひ考えていただく政治家に

なってほしいなと、私の願望であります。何とか

そういうふうなこと、思ったことは成し遂げると

いう意欲でもって、ぜひ最終的には地球儀を俯瞰

するような政治家になることをお願いしたいな

と、こういうふうに思っております。市長、一言

何かありましたらお願いいたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 四全総、津軽海峡に橋を架

けるということは非常に大きな夢だったような気

がします。私自身は、やっぱり誰も考えなかった

ことを実現したり、夢をかなえるのが政治の大き

な役割だというふうに思っていますので、いただ

いた激励はむつ市政への期待として受け止めさせ

ていただきます。

〇議長（大瀧次男） これで、冨岡幸夫議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午前11時10分まで暫時休憩いたします

午前１０時５８分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎浅利竹二郎議員

〇議長（大瀧次男） 次は、浅利竹二郎議員の登壇

を求めます。20番浅利竹二郎議員。

（20番 浅利竹二郎議員登壇）

〇20番（浅利竹二郎） こんにちは。ただいま大瀧

議長よりご指名をいただきました自由民主党、自

民クラブの浅利竹二郎でございます。むつ市議会

、第254回定例会において一般質問を行いますので

市長並びに理事者各位におかれては真剣かつ率直

なるご答弁をお願いいたします。

このたびの一般質問は、宮下市長の政治姿勢、

政治家としての将来展望等の１点に絞りお尋ねい

たしますので、重ねて真剣かつ率直なるご答弁を

期待しております。

さて、来年４月には青森県議会議員一般選挙が

予定され、むつ選挙区では６期24年務められた越

前県議の勇退が既定化されております。さらに、

６月には任期満了による青森県知事選挙、17代か

ら21代にわたり連続５期務められた三村知事の去

就が注目されるところであります。

このように青森県政界、風雲急を告げる様相を

呈してまいりましたが、むつ下北からは残念なが

ら過去県政界のトップ、知事に人材を送り出す機

会が生まれないまま、津軽、南部のはざまで常に

悲哀をかこって久しいところであります。今ここ

に来て天の配剤とも言うべき期待の政治家が現

れ、ようやく展望が開かれつつあることに老驥千

里の志が高ぶるのであります。このたびの一般質
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問は、宮下市長の政治家としての展望等について

でありますが、日頃考えておられることに率直か

つ真摯なご答弁をお願いいたします。

それでは、質問に入ります。質問の１点目は、

自治体首長に求められるリーダーの資質とは如何

にあるべきかであります。国内外の諸情勢は多事

多難、異常とも言える速さで変容する中、日本を

取り巻く環境も国の安全保障体制を含め、国民生

活をも著しく圧迫している現状にあります。

さて、地方分権の名の下、地方の課題は地方で

処理する方向が打ち出されて久しく、地方公共団

体が率先して地域の福祉サービス等を含め、地方

行政の牽引役を果たすことが求められてきまし

た。このことから、これを牽引するリーダーとし

ての首長の資質が大きく左右し、その成果に差異

が生じてくる現実は否めません。

宮下市長は、むつ市長３期目、今日までたぐい

まれなリーダーシップを発揮し、斬新かつ圧倒的

な突破力でむつ市の発展に尽力されていることは

論をまたないところであります。しかしながら、

この程度の成果で満足する宮下宗一郎でないこと

も承知しております。古今東西、いつの世におい

ても変容する時代において、その英知を駆使し、

組織を導き、歴史に名をとどめた人物はあまたお

ります。宮下市長が理想とするリーダー像にはど

のような資質を求めているのか、お伺いいたしま

す。

２点目は、首長の多選についてどのような所見

を持っているかお伺いいたします。政治をリード

する自治体の長の多選について、明確な定義があ

るわけではないようですが、日本では３期12年を

超えて４期目に入れば多選とされているようであ

ります。多選について一般的なメリットは、長期

ビジョンに立ち、公共ニーズに沿った自治体運営

を行うことができる、職員をはじめ国や関係機関

などへの影響力を強める等が挙げられ、デメリッ

トとしては人事の停滞や硬直化による職員の士気

の低下、非効率化、専制化、独裁化による癒着、

腐敗の可能性などが挙げられます。

こうした中で、首長の多選を禁止する多選禁止

条例を制定している自治体が１つ、禁止するもの

ではなく努力規定として多選を自粛する条例を制

定している自治体が９つあります。昨今、こうし

たことが問題視される背景としては、人材が恒常

的に不足する偏った日本の人口構成と、高齢化が

もたらす二次的弊害が顕在化したことにあると言

われています。また、多選がもたらす弊害として

は、首長選挙における投票率の低さを危惧する向

きがあります。

参考までに、青森県三村知事１期目、平成15年

６月投票率52.82％、２期目38.18％、３期目

41.77％、４期目43.58％、直近の令和元年６月、

５期目39.9％となっており、投票率は低下傾向に

あります。これは政治的安定ではなく、閉塞では

ないでしょうか。こうした背景を踏まえ、多選の

功罪について市長はどのようにお考えか、所見を

お伺いします。

３点目は、職務遂行上、青森県と市町村間にお

いて危機管理の観点から、齟齬を感じることがな

いかお伺いいたします。近年コロナ災害や自然災

害が多発し、国・県及び市町村とも対策に追われ

る日々が続いております。しかしながら、コロナ

災害における県の指導力の稚拙さ、日本海溝・千

島海溝沿いの巨大地震に対する具体的対策不足、

昨年８月の小赤川氾濫への対応不備と、緊急時の

危機管理に緊迫感が欠如しているように感じられ

てなりません。その一例として、10月29日に大湊

地方総監部が行った自衛隊記念日に、県関係者で

は知事や副知事、災害担当部長等でもない関係部

署の次長が知事代理で参列していました。このこ

とは、青森県以北の海上を警備区域とし、漁船と

船舶の災害救助や地域住民の安全安心に日夜傾注
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している海上自衛隊をはじめ、災害派遣等に全力

を投じている自衛隊に対する軽視の表れであり、

これも危機管理の希薄さのなせるところと強く意

識させられました。翻って、むつ市は市長、副市

長をはじめ各部長等の主要幹部が列席し、緊密化

が際立っていました。大規模災害をはじめ、各種

の危機対応は自治体の首長にとって最大の責務で

あることから、日頃より県知事はじめ県担当部署

との緊密さが要求されます。危機管理を共有する

体制にそごが感じられてならないのですが、市長

の所見を求めます。

４点目は、政治家として飛躍の原動力を何に求

めるかお伺いいたします。これまでに市長から県

知事、道知事、そして国政に転身した政治家は、

多くないけれども、存在します。現職では、財政

再建団体に陥った夕張市を復活させた鈴木直道市

長、衆望を担って北海道知事に転身しています。

また、千葉市長から千葉県知事になった熊谷俊人

氏、いずれも40代前半の若手政治家であります。

一地方の首長でありながら、これまでとは比較に

ならない広域の地方公共団体の責任を担う立場に

挑戦する決意、決断を促した原動力は何であった

とお考えでしょうか。推して知るべしですが、こ

の両人の琴線を揺り動かした原動力、それは単純

かつ平易な言葉で言えば、北海道民、千葉県民の

熱い思い、期待感がなさしめたものでありましょ

う。今宮下宗一郎市長が青森県民から寄せられて

いる熱い思い、期待感こそ、鈴木、熊谷両知事が

最後の決意、決断に至った原動力そのものではな

かったかと思えるのですが、宮下市長はどのよう

にお考えでしょうか、お伺いいたします。

５点目は、今後さらなる飛躍を目指し、政治家

として自らの心に期するものは何かについてであ

ります。国土交通省のキャリアをなげうって歩み

出した政治家の道、見事周囲の期待に応え、遺憾

なくその政治手腕を発揮し続けていることは誰も

が認めているところであります。さりとて、この

ままむつ市長で政治生命を終えるとは誰も思って

いないし、さらなる飛躍を遂げてほしいと、これ

また市民の誰もが願っているところであります。

宮下市長の脳裏には、政治家として自ら目指す

ものがあるはずであります。それは、むつ市民の

幸せであり、青森県民の幸せであり、ひいては日

本国民の幸せにつながるものであると確信してお

ります。自ら踏み入れ、歩み出した政治家の道で

す。立ち止まり、ちゅうちょし、停滞することは

もう許されません。奥様は、夫が行くと言うなら

ば仕方がないと諦めもしましょうが、お二人のお

嬢様は父親の背中にじっと注目しているのであり

ます。生きざまを誇れる父親であってほしい。今

政治家として自ら期するものがあれば、この場で

披露していただき、むつ市民の総意としてさらな

る飛躍の場にお届けしたいと、私はただただそれ

だけを願い、この壇上に立っています。市長の思

いをお聞かせください。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 浅利議員のご質問にお答え

いたします。

まず、宮下市長の政治姿勢、政治家としての将

来展望等についてのご質問の１点目、自治体首長

に求められるリーダーの資質は、如何にあるべき

かについてお答えいたします。私の理想とするリ

ーダー像は、新しい道を切り開く勇気と情熱があ

る人です。新しい道は、先を見通す先見性が必要

となります。これまでと全く違う道を見つけ進む

ときには、一時的には大きな批判を受けることに

なりますので、決断には勇気が必要となります。

そして、何よりも情熱を持ってそれを伝えられな

ければ、そのリーダーには誰もついてこないとい

うふうに私自身は考えています。さらに、最後、
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責任を取ることもリーダーには求められているの

ではないでしょうか。マックス・ヴェーバーもそ

の著書「職業としての政治」で同様のことを論述

しております。

次に、ご質問の２点目、首長の多選についてど

のような所見を持っているのかについてお答えい

。 、 、たします 議員ご指摘のとおり 議員とは異なり

首長の多選は明らかに閉塞をもたらすことになる

と私自身は考えてございます。そうした観点から

は、多選は避けるべきだと。これはほかの方とい

うことではなくて、自分自身のこととして戒めて

おります。

次に、ご質問の３点目につきましては、担当部

長からの答弁とさせていただきます。

次に、ご質問の４点目、政治家として飛躍の原

動力を何に求めるのかについてお答えいたしま

す。飛躍の原動力、日頃の原動力と言ったほうが

いいかもしれませんけれども、皆様からいただく

声です。多くの方々から励ましの声を日々いただ

いており、そのことが原動力となっております。

次に、ご質問の５点目、今後さらなる飛躍を目

指し、政治家として心に期すものは何かについて

お答えいたします。私は、この点、足元と持ち場

をしっかりと固めていくことが大切だと考えてご

ざいます。むつ市長の立場でもむつ市を変えれば

青森県も変わるわけでありますし、また日本を変

える力も場合によっては発揮できる可能性もあり

。 、ます 市長としても長くなってまいりましたので

これまでの経験とネットワークを生かして、さら

なるむつ市の飛躍に向かい、全力で取り組みます

ので、浅利議員におかれましても引き続きご指導

をよろしくお願い申し上げます。

〇議長（大瀧次男） 予防医療・感染症対策課長。

〇健康づくり推進部予防医療・感染症対策課長（古

屋敷 均） ご質問の３点目、職務遂行上、青森

県と市町村間において危機管理の観点から、齟齬

を感じることがないかについてお答えいたしま

す。

現在私は予防医療・感染症対策課長ですが、発

災時、防災安全課長でしたので、当時を振り返り

ながら事実をお伝えいたします。令和３年８月、

むつ市・風間浦村豪雨災害における青森県との連

携につきましては、危機管理という観点からも強

くそごを感じたところです。このことにつきまし

ては 去る令和３年10月８日 むつ市議会第249回、 、

定例会一般質問の浅利議員のご質問で答弁いたし

ましたが、まず災害派遣要請が自衛隊側に伝わっ

ていなかったことに大きな支障が生じることとな

りました。

青森県への災害派遣要請につきましては、発災

初日の令和３年８月10日に市の防災担当者から県

の担当者に対し電話をかけ、少なくとも４回お願

いしたものの取り次いでもらえず、翌11日、メー

ルで依頼した上で防災安全課長から県の危機管理

課長へ、さらに副市長から危機管理局長へ連絡を

しましたが、一向に改善されず、最終的には市長

から海上自衛隊大湊地方総監に連絡をして、海上

自衛隊と陸上自衛隊のホットラインで連絡を取り

合っていただき、最初の電話から３日後の13日に

ようやく災害派遣に至りました。

、 、また 県は国道279号などの施設管理者であり

小赤川橋崩落後の現場の安全確保や緊急通行のオ

ペレーションについては本来県がなすべきところ

でありますが、全くそのような動きは見えず、現

場に人員を派遣するどころか、人ごとのように見

に来る程度でした。

このため、緊急を要する人工透析患者の病院へ

の搬送、下風呂温泉旅行客の方々の移動など、孤

立した地域との往来を市が全てイニシアチブを取

って実行いたしました。小赤川橋崩落現場での人

の移動は危険性を伴う作業であり、消防署員の皆

。 、様が命がけで取り組んでいただきました さらに
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施設管理者である県職員の市災害対策本部への参

加につきましても、柏木副知事がこちらに視察さ

れた際に市長から現場の状況を伝え、強くこれを

要請して、ようやくリエゾンに加わっていただい

たこと、これらにも大きなそごがあったと思って

おります。

災害発生時の初動対応が非常に重要なのは自明

の理であります。被害を最小限に抑えるためには

各関係機関との連携は欠かすことができません。

この連携がうまく機能しない場合は、さらなる被

害拡大につながる可能性もあるものと認識してお

ります。

一方で、緊急対応にある程度めどがつき、知事

の視察となった日には知事を迎えるためだけに朝

から20人近くの県職員が現場に押し寄せており、

そのことにかえって危機感を持ちました。

以上、事実と、少し当時の私の思いもお伝えさ

せていただきました。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） ありがとうございました。

それでは、再質問に入ります。３日連続で私を

含め、今日もありましたけれども、４名の議員が

むつ市議会壇上で市長の青森県知事選への待望論

を取り上げております。１人は議会最年少議員、

もうお二方は壮年の議員、そして私は80歳間近の

年長議員、老、壮、青の広い年代から宮下知事待

望論が巻き起こりました。やっとこのことが言葉

として表に登場したかという思いで胸がいっぱい

であります。

そこで、市長に伺います。出馬を表明する場所

ですが、むつ市議会の議場がよいと考えますが、

いかがでしょうか。なぜなら仮に出馬となれば、

私を含め多くの市議が市長の応援に回ります。そ

うした背景もあり、満場の拍手と応援の下に市長

を送り出すことができます。さらには、むつ市議

会という場所はむつ市内の民主主義にとっても最

も重要な場所であるからです。一般質問が市の一

般事務に関わることに限られていることは、市長

が先日もお答えしたとおりですけれども、大所高

所からお答えいただきたいと思います。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

今日は、初日と違って報道各社も新聞２社、テ

、 、レビ１社ということで 大分油断していますので

丁寧にお答えをさせていただきたいと思います。

議場という場をどのように捉えているかという

ことで申し上げますと、私自身は議会というこの

時間を物すごく大切にしています。３か月に１度

だけ限られた時間で限られたやり取りということ

になりますし、民選のそれぞれ市民の代表同士が

意見を十分に行き交わせて、むつ市の新しい方向

性を見いだしていく、そういう場だと思っていま

。 、 、す ですから 価値のある議論と価値のある結果

結論というものを出す場所がここだというふうに

思っているのです。ですから、そういう意味では

自分自身の出処進退、これはむつ市長選挙という

ことであれば、それはあり得るとは思うのですけ

れども、それ以外の出処進退を語るべきところで

はないというふうに思っていますし、まして何か

そういう話があるということであれば、これは決

めたとき、そういうときなのであろうというふう

に考えておりますので、ご理解をいただきたいと

存じます。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） 今市長のご答弁がありまし

たけれども、市長は今日も否定しませんでした。

したがって、私は市長に知事選出馬の意思ありと

みなしました。まして新聞記事にあるように頭の

片隅にないというのは、現職市長として市議会で

議論している間に頭の片隅にあっては駄目だし、

そう言わざるを得ないという事情があるだけで、

ここにいる議員の誰もが市長には出馬の意思があ
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ると十分に感じたはずです。

そうすると、残りの僅かな選挙告示までに、い

つの時点でどういう形で表明するのかということ

ですけれども、この後最終決断に至るまでにどの

時点で何をクリアすればよいのでしょうか、お答

えください。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 事前に少しそういうお話を

するというふうに聞いていたので、ただ現場で聞

くとなかなか激しい質問だなというふうにちょっ

と思っておりまして、ただ、今私が考えているこ

とは、令和５年度の予算編成、これは一生懸命や

っていますし、多分すばらしい未来がまた市議会

の皆様に提案できる、あるいは市民の皆様に提案

できるのではないかというふうに思っています。

また、総合型の地域文化・スポーツクラブのこ

ともありますし、これも恐らく人口減少下で、今

日はそういう議論をさせていただきますけれど

も、新しいまちづくりの核になる事業だというふ

うに思います。年内はＪＲ大湊線があったり、突

然フェリーの負担の話が出てきたり、県立高校の

統合の検討委員会の話があったり、あるいは年末

年始の検査診療体制、まだできていませんから、

こういったところを調整していくということもあ

りますし、テレビやラジオの出演依頼、数多く来

ていまして、そういうところにもこれから出てい

くと。来年早々にはシンガポールの学生が来たり

とか、あるいはオランダの都市と実は姉妹協定を

結ぶという話もあったりします。そういうことに

加えて、日々様々な案件を抱えておりまして、何

といってもこの議会を乗り越える必要があります

ので、そういう意味ではむつ下北のこととむつ市

以外のことは本当に考えていないということでご

理解をいただきたいというふうに思います。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） 市長もなかなかガードが固

くて、何も考えていないと今市長は述べましたけ

れども、今この瞬間はむつ市議会で市政を担って

いますから、考えていないというのは当然であり

ます。ただ、家に帰ってから政務の合間にしっか

りと考えているはずであります。そして、自分自

身で出ますということを表明することは必ずしも

得策ではありません。これまでの質問と矛盾する

ようですが、むしろ周りが動けばいいということ

も私はよく理解しております。私の個人的な考え

ですけれども、これからは有志の市議団で出馬を

促すような行動があるかもしれません。いろんな

動きも出てくると思います。あるいは、与野党を

問わずに、もう既に声がけがあるのかもしれませ

ん。ちなみに、私自身は自民党員です。自民党か

。 。ら要請があったら出馬しますか 市長に伺います

、 。これは仮定の話ですから 答えなくてもいいです

一応それでも、もし答弁する気持ちがあったら答

弁してください。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 議員からアドバイスがあり

ましたので、仮定のお話にはお答えは差し控えさ

せていただきます。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） 答えなくていいからと言っ

たけれども、本当に答えなかったですね。それに

答える必要はありません。全くありません。

実は、東奥日報社の11月19日の記事には、知事

に関して自民党県連関係者が、多選を理由に三村

知事の応援をしないのは義理と人情の政治の世界

でどうなのだ、この人という人材もいないと述べ

たとされていました。一体この県連関係者という

のは誰で、どこを見ているのだろうと思います。

この人という人材もいないというのがまず論外

で、恐らく県内中の自民党関係者に話を聞けば、

当然に宮下宗一郎むつ市長を推薦する声は多く上

がることに間違いありません。
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それから、義理と人情の政治の世界といいます

けれども、義理と人情の前に、政治は未来をつく

らなければなりません。政治はヤクザの世界では

ないですよね。ですから、やっぱり政治は未来を

つくらなければならないと、それが政治です。そ

して、そこに宮下市長が知事候補として登場して

くるのは当然のことだと思います。

そこで伺います。市長は、この自民党県連関係

者の意見をどう考えますか、お伺いします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（ ） 、〇市長 宮下宗一郎 様々な方がいらっしゃって

様々なご意見があるのだろうなというふうに考え

てございます。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） ちょっと切り口を変えまし

て、市長は政府の批判を激しく行うことが間々あ

ります。これは、国政与党サイドとしては、もし

かしたら宮下市長が革新勢力なのではないかと勘

違いする人もあるかもしれません。私は、宮下市

長は保守政治家であることに疑いを持っていませ

んし、ぜひとも自民党の勢力からの出馬をしてほ

しいと考えていますが、保守政治家だということ

でよいですね。確認します。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） これは事前にいただいてい

たので、ちょっと準備をしてきていますが、私自

身は日本に生まれたことを誇りに思っております

し、日本国民であることを誇りに思っています。

神武天皇以来、2682年ですか、天皇家の歴史がこ

のことに核心的な価値をもたらしているというふ

うにも考えています。これに連なる日本の文化や

伝統は、世代を超えて何よりも優先して継承され

ていくべきものであると信じています。それが私

自身の思想信条です。

政策の観点でいっても、国家安全保障という場

面においては、よく憲法第９条がこの国を守って

いるというふうに妄想されている方々もいらっし

ゃるようですが、そうは思っていません。戦後こ

の国を守ってきたのは、浅利議員も所属していた

自衛隊、それから日米同盟だというふうに思って

います。この点、憲法は、前文及び第９条は直ち

に改正すべきだと常に感じているところでありま

す。

また、エネルギー政策の観点からも再生可能エ

ネルギーを拡大し、将来これが原子力発電に変わ

っていくということは望ましいと私自身も感じて

いますけれども、現状では原子力発電と核燃料サ

イクルが国家、エネルギーの根幹を支えるもので

あると考えておりますし、地域としてその哲学を

もって協力をしているところであります。そうし

た思想信条、それから政策への考え方を有する政

治家を保守政治家と言うのであれば、私自身はそ

のとおりだというふうに思います。

一方で、時に政府ないし県も含めてですけれど

も、批判をせざるを得なくなるということも当然

のことだと自分自身では考えていて、何よりもそ

ういう思想信条よりも、私自身は市長としてやっ

ぱりむつ市民に寄り添っていくということが大切

だと思います。例えば一番強く全国で出たのが、

ＧｏＴｏのときだったと思いますけれども、あの

ときは思想信条とか、そういったところを超えて

市民の皆様の声を代表せざるを得なかった、その

ことがたまたまタイミングもあって強く出たと思

いますけれども、日々そうしたことは行っている

というふうに思っています。それは、報道側がど

う受け取って、どう流していくかだけの違いであ

って、いつもやっていることは私は一緒だと思っ

ています。ですから、思想信条、保守政治家だと

いうことよりも、何よりも市民に寄り添う政治家

でありたいと考えておりますし、そういうふうに

理解をしていただきたいと存じます。

以上です。
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〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） ありがとうございました。

よく分かりました。

さて、むつ市長、青森県知事選について市民は

どう考えているでしょうか。私は、ここは半々だ

と思います。宮下市長に市長としてずっと続けて

ほしいと思っている人たちも多い。一方で、この

青森県や日本の閉塞感を打開するために飛躍して

ほしいと考えている人たちはもっと多いです。い

ずれにしても期待を受けています。何よりも２期

目、３期目と２回連続の無投票ということがその

ことを端的に表しています。ただ、２期目の無投

票と３期目の無投票は意味合いが異なると私は考

えています。２期目無投票は、１期目の評価で、

市長は宮下宗一郎しかいないということだったと

思います。最後まで、誰か別の候補が出るという

。 、 、話もありました 一方で ３期目の無投票ですが

市長がなかなか出馬を表明しなかったにもかかわ

、 。 、らず 誰も出る気配がありませんでした これは

歴史的に政治の大きな争いがあったむつ市にとっ

ては考えられないようなことです。

ここに一つのメッセージが市民の側からあると

私は理解しています。それは、市長には選挙を気

にせず伸び伸び行政をやってほしいということ

と、むつ市のことはいいから次のステージを考え

てということだったのではないかと思います。二

度の無投票当選について、市長はどう振り返りま

すか。知事選出馬の関連でお答えください。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

改めて無投票再選というか、再選を振り返って

感じるのは、身の引き締まる思いを改めてしてい

ます。たった１日の選挙でありましたけれども、

自分にとっては大変すばらしい経験をさせていた

だきました。各地の街頭、10か所程度やったと思

いますけれども、多くの市民の皆様に駆けつけて

いただいたということもありますし、今日議場に

いらっしゃる議員の皆様に司会をしていただいて

盛り上げていただきました。場所によっては、小

学生や中学生がたくさん来て聞いてくれていた場

所もありましたし、行く先で小学生からお手紙も

もらいました。沿道では手を振ってくれる方、す

ごく多くて、印象的だったのが霊柩車の後につい

ている家族のバスの中からもみんな笑顔で手を振

ってくれていました。ですから、そういうことを

考えていくと、本当に多くの皆様から応援してい

ただいて、この３期目の市長という立場を担って

いるということだと思っています。そういう意味

では、今回の３期目の選挙も私の人生にとってす

ばらしい１日であったと言えるというふうに思っ

ておりますし、そうした経験をしっかりとむつ市

政発展のために頑張ることで恩返しをしていきた

いと、このように考えてございます。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） ありがとうございます。私

は初当選以来、市長を支えてきました。この議場

内外で市長を見ています。当時35歳でしたが、今

は43歳ですか。43歳ですものね。宮下市長自身も

初当選のときから変わらないところと大きく変わ

ったところがあると思います。35歳で市長という

のも大変苦労が多かったと思いますが、それを感

じさせない勢いがあったと思いますし、今その勢

いはむしろ増しているような気配さえあります。

一方で、ずっと悩みの種だったのは青森県との

関係ではなかったでしょうか。最近勝ち取った核

燃料税は県が間に入ってやれば、こんなに苦労し

なかった。そして、核燃料物質等取扱税交付金は

上から目線の対応が続いています。県教育委員会

は、いまだに私たちの前向きな提案を受け入れま

せん。下北半島縦貫道路もかたくなに供用目標を

示していません。災害時には、県のリーダーシッ

プは皆無でした。そのほか多くの対立があったと
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思います。ただ、このことは宮下市長が知事にな

るだけで一気に解決します。そして、多くの市町

村が抱えている県との関係の諸問題も、宮下宗一

郎ならば一気に解決できる。もちろんそれは下北

。 、 。だけではありません 私は そう確信しています

ただ、下北は政治の空白地帯とずっとばかにさ

れてきました。出身者に国会議員も知事もいませ

ん。大湊町長が後に知事になったことはあります

が、生まれや育ちがむつ市ということではない方

でありますので、やはりいません。知事が公選制

になって初めてのチャンスがむつ市と下北に訪れ

ています。100年に１度のチャンスをむつ下北に

とって100年に１度の政治家、宮下宗一郎が達成

するということになります。このむつ下北の悲願

について、どのようにお考えでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） やはり私自身も、浅利議員

が今おっしゃったことで、私自身以外のことでい

けばそのとおりだと思っていて、政治ということ

の空白地域のようにずっと思われ続けているとい

うことがむつ下北の発展が遅れた一つの大きな要

因だったのではないかというふうに思います。

いただいたご意見については、これはありがた

く期待として承らせていただきますけれども、悲

願ということについては、これは私自身以外のこ

ととすればそのとおりかなというふうに思いま

す。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） 私としては、もはやその役

目を担うのは宮下宗一郎しかいないと考えていま

すので、何とかぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

最後の質問になります。市長の対抗馬は今現在

誰か、ライバルは誰かということですけれども、

私は市長のライバルは現職の知事も含めて県内に

はいないと思います。あえて言うならば、全国の

若手知事たちです。例えば吉村大阪府知事、見た

目も含めて市長のライバルになり得るでしょう。

続いて、北海道の鈴木知事、あとは千葉県知事や

兵庫県知事でしょうか。こちらもライバルかもし

れません。でも、あとはいません。大阪府の吉村

知事は、九州大学法学部を卒業して弁護士から知

事になりました。現在47歳で、宮下市長の４つ上

です。北海道の鈴木知事は、法政大学法学部を卒

業し、東京都庁の職員から夕張市長、そして知事

になりました。現在41歳で、宮下市長の２つ下で

す。千葉県の熊谷知事、早稲田大学政治経済学部

を卒業し、ＮＴＴに勤務の後、千葉県議から千葉

市長、そして千葉県知事と確実に歩みを進めてき

ました。現在44歳で、宮下市長の１つ上です。兵

庫県の齋藤知事、東京大学経済学部卒業で、総務

省キャリア官僚、現在45歳で、宮下市長の２つ上

です。次に、お待たせしました、宮下むつ市長で

すけれども、東北大学法学部を卒業して国土交通

。 、 、省のキャリア官僚となりました さらに 外務省

ニューヨークで外交官となっています。そして、

３期８年間のむつ市長としての実績、今が旬であ

ります。こうして比べてみると、全国の若手知事

と比べて学歴、職歴、政治家としての経歴におい

て遜色ないどころか、正直上回っているのではな

いかと私は感じています。このことは、県内で見

る人はちゃんと見ていて、宮下知事待望論につな

がっているものと理解しています。

ちなみに、多分比較した中で、全国で一番人気

のある吉村知事ですが、これはいろいろ聞きまし

たら、70歳代以上の女性に言わせれば宮下市長の

ほうがかっこいいということになっております。

老婆心ながら宮下市長には視野を広げてほしい

と思っています。宮下市長のライバルは、要する

にこういう青森県内とかではなくて、全国のレベ

ルなのです、宮下市長が。こういう人たちをライ

バルにしていただきたいと思います。こうした知
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事たちと新しい日本をぜひつくり上げてほしいと

願っています。市長は、このことをどうお思いで

しょうか。宮下市長のライバルは誰でしょうか。

既に各県の知事になっていませんか、お答えくだ

さい。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

これも浅利さんから事前にいただいていたの

で、よくよく考えてきました。いつもどう考えて

いるかというと、やっぱり誰かと比べるというこ

とではなくて、昨日の自分よりも今日の自分、今

日の自分よりあしたの自分が成長しているかどう

かということだと思っております。ですから、そ

ういう意味では初日にこの関係のご質問があった

ときよりも今日の質問に丁寧に答えているという

ことで、ライバルは自分自身、そして日々そこと

戦い、成長している姿を皆さんに見ていただける

かどうか、そのことに限ると、そのことに尽きる

というふうに考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） 私は、市長の最初の選挙の

ときに選対本部長を務めさせていただきました。

市長は、そのことを捉えて私のことを政治家、宮

下宗一郎の生みの親と言っていただいたことがあ

ります。その政治家としての生みの親の私が期待

を込めて、一般質問で市長の現時点の考えを聞き

ました。もちろん市長は、まともに答える必要は

ありません。そのことのほうが正解に近いです。

年内は期待論を盛り上げましょう。年が明ければ

本当に大変な調整と、そしてその準備等があると

思います。同僚議員からは、年末年始は英気を養

ってという発言もありましたが、私は休んでいる

場合ではないと思います。健康に留意しつつも、

これからの半年間、倒れてやまじの意気込みで年

末年始も県内を駆け回っていただきたいと思いま

す。

宮下宗一郎が知事候補として名のりを上げた瞬

間に県内の空気はがらっと変わるはずです。そし

て、その先にある来年の宮下宗一郎知事の誕生に

大いに期待しています。市長、いいですね、年末

年始、しっかりと考えてください。実は私、老眼

になりまして、今市長うなずきましたよね。皆さ

ん、見ましたか。うなずいたのですものね。あり

がとうございます。はっきりと市長の小さなうな

ずきを確認できました。私へのうなずきで明確に

意思を感じました。これからは、これを大きな流

れにしていくことが私の責任です。

ここで、宮下市長や市民の皆様に私の決意を披

瀝し、その責任を私自身も果たす覚悟であること

をお伝えしたいと思います 「我、枯れる万骨の。

一つとなり、一将の功をなさしめん 。」

一般質問を終わります。みんなで頑張っていき

ましょう。ありがとうございました。

〇議長（大瀧次男） これで、浅利竹二郎議員の質

問を終わります。

ここで、昼食のため午後１時まで休憩いたしま

す。

午前１１時５３分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎原田敏匡議員

〇議長（大瀧次男） 次は、原田敏匡議員の登壇を

求めます。18番原田敏匡議員。

（18番 原田敏匡議員登壇）

〇18番（原田敏匡） 18番、会派未来への轍の原田

敏匡です。むつ市議会第254回定例会において一

般質問を務めさせていただきます。通告に従いま
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して、４項目４点について質問いたします。市長

並びに理事者各位におかれましては、明快かつ前

向きなご答弁をよろしくお願い申し上げます。

初めに１項目め、令和５年度以降の敬老会の開

催について質問いたします。敬老会は、市内に居

住されている高齢者の方々に対し、永年社会の発

展に貢献してこられたご労苦をねぎらい、敬愛の

意を表し、長寿をお祝いするとともに市民への敬

老意識の啓発を目的として開催されてきました。

市では、感染対策を考慮した上での開催の難し

さ、直近の参加率の低さと参加率が年々減少傾向

にあることを踏まえ、令和３年度をもって本事業

の廃止を決定しました。廃止の決定が市民にとっ

ては突然であったこと、また開催を望む市民の声

を受け、本年３月開催されたむつ市議会第251回

定例会の予算審査特別委員会において見直しも含

めた開催に向けての質疑をさせていただいた際、

市長から再来年度以降については市民の皆様の声

を聞き、しっかりとまたもう一度よく考えなけれ

ばいけないといった答弁をいただきました。

そこで、本年度どのような検討がなされ、来年

度以降の開催についてどのような決定がなされた

のかお伺いします。

２項目めは、道の駅整備事業に関しての今後の

見通しについて質問いたします。本年むつ市と七

戸町を結ぶ地域高規格道路、下北半島縦貫道路が

全区間で事業化されました。1995年の一部区間着

工から27年、大きな節目であり、多くの関係者が

一日も早い全線開通の思いを新たにしているとこ

ろです。また、令和５年３月25日にはむつインタ

ーチェンジからむつ尻屋崎インターチェンジ間の

2.1キロも開通する予定であり、むつ南バイパス

の完成もそう遠くない段階に来ております。

そこで、平成29年度に策定されるとしていた道

の駅整備事業スケジュール等、現状どのような状

況で、今後の見通しはどのように計画されている

のかお伺いします。

３項目めは、所有者不明土地の解消に向けた対

策について質問いたします。土地の相続などの際

に、所有者についての登記が行われないなどの理

由で誰が所有者なのか分からない土地が増えてい

ます。所有者が不明の土地の面積は、九州よりも

広く、国土の約22％に上ります。土地の所有者の

探索には多大な時間と費用が必要となり、公共事

業や復旧、復興事業が円滑に進まない、民間取引

や土地の利活用の阻害要因となる、周辺の環境や

治安の悪化を招いたりと様々な問題が生じていま

す。こうした所有者不明土地をなくすため、令和

３年４月に所有者不明土地の発生の予防と土地利

用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制の見

直しが行われ、令和５年４月より段階的に施行さ

れます。

そこで、今回の民法・不動産登記法改正による

市施策への活用と影響について見解をお尋ねいた

します。

４項目めは、教育行政に関する教育大綱と予算

編成について質問いたします。2020年初頭より始

まった新型コロナウイルス感染拡大により、これ

までの学校教育の在り方も変化を余儀なくされて

います。また、来年度からは中学校の部活動が地

域クラブに移行するなど、ここ数年で児童・生徒

を取り巻く環境が大きく変化しています。

そんな中、本年９月、教育に関する施策の根本

であり、各種政策の道しるべとなる第２期教育大

綱が策定されました。社会の急激な変化に対応を

求められる今、策定されたことは時宜にかない、

教育費を子供の将来の可能性や選択肢を広げるた

めの投資として捉え、これまでにない大胆な予算

編成を期待するところです。

そこで、第２期むつ市教育大綱で新たな方針が

示されたことにより、どのような点に重点を置き

予算編成が行われているのかお伺いします。
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以上、４項目４点につきお伺いいたします。

これで壇上からの質問は終わります。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 原田議員のご質問にお答え

いたします。

敬老事業について及び道の駅整備事業について

のご質問につきましては、それぞれ担当部長から

の答弁とさせていただきます。

次に、所有者不明土地の解消に向けた対策につ

いてのご質問、令和３年民法・不動産登記法改正

による市施策への活用と影響についてお答えいた

します。この改正では、相続登記及び住民等の変

更登記の申請が義務化されることから、これまで

道路や水路及び公園などの公共事業用地を取得す

る際の所有者調査に要した事務が大幅に軽減され

るものと期待しております。また、公共事業の早

期完成に寄与する施策であると考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、教育行政についてのご質問につきまして

は、教育委員会からの答弁となります。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 原田議員の教育行政につい

てのご質問、教育大綱と予算編成についてお答え

いたします。

教育委員会では、むつ市教育大綱で示された指

針を基に、むつ市教育大綱事業実施計画を毎年度

策定いたしております。むつ市教育大綱事業実施

計画には教育大綱の施策をどのように進めていく

かが記載され、各事務事業がひもづけられており

ます。これらの事業について、現在必要な予算要

求を行っているところであり、学校教育における

環境整備、社会教育における地域と学校が連携協

働し子供たちを育む事業、中学校部活動の地域移

行に係る「むつ☆かつ」運営事業、文化財の保存

活用に重点を置いた事業、そしてＩＣＴ機器活用

促進事業等が円滑に行われるよう進めてまいりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 福祉部長。

〇福祉部長（中村智郎） 敬老事業についてのご質

問、令和５年度以降の敬老会の開催についてお答

えいたします。

敬老会につきましては、これまで77歳以上の方

々を対象に市内の５つの会場で開催してまいりま

したが、近年は対象者が増加する一方で、参加率

は約10％にとどまっている状況となっておりま

す。また、敬老会は高齢者や来賓等、多数の方々

が一堂に会するため、新型コロナウイルス感染症

の感染対策が大きな課題となっており、会場をさ

らに分散させるなどの対策も費用面や人員確保の

観点から困難でありましたことから、総合的に勘

案し、令和３年度をもって本事業を廃止したもの

でございます。

、 、しかしながら 令和５年度以降につきましては

新型コロナウイルス感染症による社会環境の変化

等を見定めつつ、令和５年度末に策定が予定され

ておりますむつ市高齢者福祉計画やむつ市地域福

祉計画におけるアンケート調査等により、市民の

皆様のニーズの把握に努めながら、敬老事業の在

り方や高齢者福祉施策について検討してまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） 道の駅整備事業について

のご質問、今後の事業の見通しについてお答えい

たします。

道の駅整備事業につきましては、平成24年度か

ら調査業務に着手し、当初平成32年度のオープン

を目指しておりましたが、むつ市議会第231回定

例会におきまして事業の延期を報告してございま

す。延期の理由といたしましては、下北半島縦貫
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道路むつ南バイパス整備事業の終了予定年度が平

成28年度から平成37年度へと９年間延期されたこ

と、またむつ市財政中期見通し2016において投資

的経費の見直しが掲げられ、全ての普通建設事業

について中長期視点に立って再構築が必要となっ

たことによるものでございます。

今後の事業の見通しにつきましては、道の駅整

備基本方針を策定した平成25年当時と現在とでは

建設予定地周辺の商業施設の新規立地も含め、状

況に変化が見られますことから、下北半島縦貫道

路むつ南バイパス完成後の交通量等も勘案し、基

本的な機能等についてゼロベースで検討してまい

りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） それでは、順次再質問させて

いただきます。

敬老事業についてですけれども、９月、10月に

発表された財政中期見通しでは、減額できた理由

のところに大きく敬老事業の廃止というものが載

っていたので、これ以降どうなるのだろうとちょ

っと不安に思っていたところではありましたけれ

ども、今回の答弁で令和５年度以降の計画にアン

ケートを取りながら実施していくということでし

たので、安心しました。

それで、敬老会開催もやらないという通知も事

前には多分市民の皆様には届かず、この年にある

なしというのは多分事前には分からない、そんな

中、今年廃止になったということで、市民の方か

らも私のところにも結構開催の是非については声

が上がっておりました。

そこで、そういった市民の声に関して、市役所

のほうに問合せ等あったのかどうか、またあった

場合はその内容等を軽くご紹介いただければと思

います。

〇議長（大瀧次男） 福祉部長。

〇福祉部長（中村智郎） お答えいたします。

敬老会に関する市民の皆様からの問合せにつき

ましては、数件程度にとどまっております。内容

につきましては、敬老会の開催や記念品の贈呈の

有無に関わるものとなっておりましたが、ただ強

い開催要望は承っておりませんでした。

なお、今後につきましては、敬老会事業の廃止

につきまして高齢者福祉施設への通知、民生委員

の皆様のご協力により周知に努めてきたわけであ

りますけれども、今後におきましてももう少し機

会を捉えまして、市民の皆様への広報、周知を図

ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を

賜りたいと思います。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 分かりました。今回一般質問

を通告したところ、同僚議員からも敬老会に関し

ては問合せというか、そういった声が上がってい

たということで、やはり困惑まではいかずとも、

その開催については市民の皆様は気にしていると

ころがありますので、ぜひ前向きに検討していた

だきたいなと。

ただ、一方で多分アンケートを取ると、全国の

市町村でも敬老事業に関してはアンケートを取っ

ていまして、その内容を見ると、敬老会に予算を

かけるよりだったら、違う福祉行政であったり、

そっちのほうで予算をつけてほしいという市民

の、他市町村ですけれども、そういった声も上が

ってきます。恐らくむつ市でもアンケートを取っ

た際は、そういった声が上がってくるであろうと

予想されますので、既存の形にとらわれず、ぜひ

とも新しい枠組みをつくっていただきたいなと思

っております。

次に、道の駅に関して再質問いたします。方向

性は分かりました。それで、現段階で基本構想、

どこまで進んでいるというか、計画が例えば中の

建物の間取りが決まっていたり、建物の、例えば
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住宅でいうとパースができていたりとか、どんな

機能を持たせる。機能については一部発表があり

ますけれども、どの段階まで進んで、今現在スト

ップしているのかお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） お答えいたします。

道の駅整備事業に当たりましては、基本方針を

策定してございまして、その中で用地の関係の広

さですとか、ある程度の配置の計画、ざっくりし

た計画をしているところでございまして、それに

合わせて用地も取得しているという状況にござい

ます。建物等については、現段階では白紙状態に

なっております。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 答弁のほうでは、ゼロベース

からもう一度考えるというお話だったのですけれ

、 。ども 個人的に大分旅行の形も変わってきました

一般的にというか、コロナがはやってからは団体

旅行ではなくて個人旅行が増えてくるのではない

かといった傾向も見られていたり、先ほど答弁あ

ったとおりに状況が大分変わってきました。とい

うことを考えると、ゼロベースの意味は道の駅構

想自体を廃止にする可能性もあるのか。もちろん

代替の何かしらのトイレだったり、そういった休

憩施設は造るにしろ、そもそもの道の駅というも

の自体を造るかどうかまで考えるゼロベースであ

るのか、それともあくまで道の駅としての機能を

持たせつつの機能面でのゼロベースなのか、その

辺現段階でお話しできるようでしたらお願いいた

します。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

あくまでも道の駅は私は必要ではないかと思っ

ていますし、必要だというのは、やっぱりちょう

ど下北半島縦貫道路の入り口というか、出口とい

うことになるのでしょうか、終点ということにな

るのですか、あそこは国道279号でバイパスがで

きると、下北半島と首都圏を結ぶ重要な連結点に

なりますので、そこにお土産屋さんとか、あるい

は産業の様々なＰＲができる場所ですとか、もち

ろんトイレも含めて広い駐車場があることは非常

に重要なことだと思っていますので、道の駅構想

そのものは継続しつつ、その中身についてはゼロ

ベースで考えていくということでご理解いただき

たいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 検討に向けては、策定委員会

でこれまでもやってきたと思うのですけれども、

その策定委員会が現状、当時選出したメンバーが

どういう状況なのか。一度解散したのか、それと

もそのまま継続して今残っているのか。また、検

討するに当たって再度募集して策定委員会で検討

していくのか、また市役所内部で前回の基本構想

を基に検討していくのか、その辺は見通しはどう

なっているのか、最後お伺いします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） そうした点についても現状

白紙でありまして、これから道の駅構想を再び動

かすときに構成員や、そのやり方ということにつ

いても考えていきたいと、このように考えてござ

います。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） では次に、所有者不明土地の

解消に向けた対策についてお伺いします。

市役所では、空き地、空き家バンクで、ある程

度そちらのほうはデータベース化して登録してい

ると思うのですけれども、それとは別に、こうい

った所有者不明の土地というのは特段集計という

か、データベース化されているものではないので

すよね。また、何かの事業がなければ把握する必

要もないといった認識でよろしいのか、１点確認

します。
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〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） お答えいたします。

所有者不明土地を把握するというのは、現状市

役所では困難だというよりもできないと。その土

地が必要になった際に調査をして、初めて分かる

と。そういう問題が全国的に非常に大きな問題を

生んでいるということから、今回の国が主導の法

改正につながったものと考えております。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 今回の民法・不動産登記法改

正とともに、今答弁ありました所有者不明土地の

発生を予防するため、土地を相続した方が不要な

土地を手放して国に引き取ってもらえる相続土地

国庫帰属制度も新たに設けられました。こちらの

窓口は法務局で、全て国が管轄するのですけれど

も、国が土地を引き取った後に、土地の管理だと

か利活用等々、市が関わり合いを持てる部分があ

るのかどうか、最後お伺いします。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） ご質問にお答えいた

します。

国の概要説明書、いわゆるパンフレットにより

ますと、相続土地の国庫帰属を希望する相続人は

法務大臣へ承認申請することになります。その審

査の過程で地方公共団体に対して情報が提供さ

れ、土地の寄附受けや地域での有効活用の機会が

確保されるとの記載がありますが、具体的な手続

が示されておりませんので、今後制度の詳細につ

いて注視してまいりたいと考えております。

なお、国庫に帰属した場合は国有財産として管

理されることになりますので、市が関わることは

ないものと考えております。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） それでは次に、教育行政につ

いて再質問させていただきます。

むつ市教育大綱を基軸にした今後の施策の推進

は、教育長を先頭に教育委員会が主導して取り組

んでいくことと思います。一方で、今年度の定例

会でもあったのですけれども、ＧＩＧＡスクール

構想についての進捗について、客観的に見ると、

学校側の都合はあるにしろ、もう少し教育委員会

が強く主導して進めてほしいという印象を受けま

した。地域や学校の実態に応じた特色ある教育活

、 、動の実践 各学校の学校経営方針は尊重しつつも

重要施策には教育委員会が強いイニシアチブを持

って展開していただきたいなと思っております。

そこで、第２期教育大綱を進めるに当たって、

その辺のバランスをどのように考え、取り組んで

いくのか、教育長の考えをお聞かせください。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

ＧＩＧＡスクール構想の実現は喫緊の課題であ

り、私どもは本市教育行政の中心施策に据え、そ

の実現に取り組んでいかなければならないと強く

考えております。市内全小・中学校において構想

の実施へ向けた条件整備完了が年度途中となり、

スピード感に欠ける対応となったことを改めてお

わび申し上げたいと思います。教育委員会担当職

員が各学校を訪問、支援した結果、体制が整いま

、 。したので 今後は対応の充実に努めてまいります

具体的には各種学習状況調査の結果等を基にし

て、デジタル学習教材に必修単元を設定する、長

期休業を基礎の確認や活用力の育成等、学習の個

別最適化の好機と捉え、ＩＣＴ機器の個別活用の

充実を図る。教育委員会が学習ホームページを立

ち上げ、児童・生徒、保護者、教員に教材や先行

事例を提供する、こうした取組を行ってまいりま

す。

一斉実施と各校主体性のバランスにつきまして

は、このように考えております。全ての学校には

公教育を担うものとして等しく達成しなければな

らない目標があります。ＧＩＧＡスクール構想に
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関する目標を達成するために必要な施策を私ども

が定め、全小・中学校における実践を強力に推進

してまいります。その上で、各校が主体的に取り

組む教育活動について支援を行うとともに、そう

した事例の情報提供等を通して、その成果の波及

に努めてまいります。

本市の子供たちは、高い可能性を持ちながら、

大都市圏等との施設、環境面におけるハンディキ

ャップにより、その発揮に多大な努力が求められ

。 、ている現状にあります ＧＩＧＡスクール構想は

こうしたハンディを克服するための最適なツール

であると認識いたしておりますので、最重要施策

として取り組んでまいりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 何度もＧＩＧＡスクールを掘

り起こして申し訳なく思っております。予算編成

に関してはこれからですので、これ以上再質問は

ございません。

ここから、ちょっと市長のほうに再質問という

か、質問させていただきたいと思います。市長の

教育に対する考え、そして思いは、議会、またそ

れ以外の多くの場面で、私もはじめ、多くの人が

耳にしております。その決意は、教育大綱の将来

のむつ市への最大の責任は教育行政で果たしてい

くという言葉に表れていると感じています。教育

分野は、市当局とは異なる独立した行政機関であ

る教育委員会に委ねられており、市長の権限がな

かなか及びにくい分野でもありますが、教育大綱

の策定、予算編成権は市長にありますので、今後

のむつ市の教育についてどのように考え、また今

の時点での予算編成についての考え方をお聞かせ

ください。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、先ほど教育長、阿部先生からやっぱりハ

ンディキャップがあるのだというお話、率直にあ

。 。 、りました 私もすごくそれを感じました それは

中学校までむつ市にいて、高校は青森に行ったの

ですけれども、本当に衝撃を受けました。勉強と

いうのは、やらなくてもできるものだと思ってい

ましたけれども、高校へ行ったら勉強というのは

やってもできないものになっていた、それぐらい

差があるのです。むつ市と青森市でもそれだけ差

がある、恐らく東京にはもっと差があるはずだと

いうふうに思うのです。一番大切なのは、その自

覚を教育現場がしているかどうかなのです。教育

長はしていると思います。教育委員会もしている

かもしれません。学校現場は、本当にそれしてい

るかどうかということが大事だと。

今のご質問にお答えするとすれば、教育という

のは国家百年の大計というふうにも言われていま

すけれども、まさに地域百年の大計でもあるとい

うふうに思います。財政との関係でいけば米百俵

の精神で、他を差し置いても財源を集中投資して

いかなければいけない市の重要事業というものだ

ということが私の認識です。

一方で、教育の現状を見れば、子供たちの学力

は一貫して低下傾向にあります。また、不登校の

児童の数も過去最悪の水準になっています。コロ

ナ禍において制限された活動が完全に復活したと

いうわけでもありませんし、あるいはＧＩＧＡス

クールの話がありましたけれども、コロナ禍にお

いて急速に進化した学習方法がこのむつ市内で定

着したわけでもない。したがって、私はこうした

現状を打開するため、惜しみない予算編成を令和

５年度に向けて、この教育行政にしていく必要が

あるというふうに理解をしておりますので、その

ことはまず私自身の決意として述べさせていただ

きます。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 日頃から市長の教育に対する
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お話を聞いていて、同僚議員とも話ししていたの

ですけれども、これは事業によりますけれども、

中途半端な予算ではなくて、思い切り割り振った

予算編成、子供たちのためになるいい事業であれ

ば、それは後ろにいる議員の皆様にも理解してい

、 、ただきながら 多分認めるはずでございますので

その辺思い切った予算編成を期待したいところで

はあります。

先ほどの質問にもありましたが、これは最後の

質問になりますけれども、教育行政には教育委員

会の役割と市長の権限が決まっており、さらに国

・県それぞれにも役割分担があります。この三重

構造は、義務教育費に関わる経費負担の在り方に

もひとつ起因するところではありますけれども、

小・中学校の管理運営に関し、設置者であり保護

者や住民に最も身近な自治体である市町村の権限

と責任を拡大する声が望まれています。

そこで、ここでは国はちょっと置いておいて、

県と市の役割分担を論点として、これまで各種政

策を進めてきた中で権限上の問題等で感じた壁、

そしてこれから第２期教育大綱を進めるに当たっ

ての市長が考える理想の形はどのようなものか、

最後お伺いします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ありがとうございます。こ

れは私がどうしてもどこかで言いたかったお話で

ありまして、お話しした後にぜひ阿部教育長にも

ちょっと見解を聞いていただきたいなと思うので

すけれども、まず権限の部分での権限移譲、県と

市という部分での権限でのやっぱり移譲すべきな

のは人事権だと思います、端的に言って。これが

市教育委員会に基本的にはないということがいび

つな構造を生んでいるというふうに私は理解して

います。それ以上にこれまで感じてきた壁、市長

部局と教育委員会との壁というところでいけば、

これは昨日でしたか、一般質問の中で置き勉の話

がありました。ランドセルが重いから、学校に教

科書とか置いていていいよという話で、昨日質問

に立った議員の方は、お母さんたちから聞くと、

重い、だから大変だと言われていると。学校、ど

れだけやっているのですかと聞いたら、全校やっ

ていますというところだったの。そこで質問が終

わってしまったので議論が深まらなかったのです

、 。が ここに端的に問題が表れていると思うのです

それでは、なぜそういうことになるのかと。私

たちは、教育委員会にやってくれ、やってくれと

言って、私も含めて議員の皆さんもこうしてほし

い、ああしてほしい。教育委員会は、やっている

と言うのです。ところが、親に聞くとやっていな

いのです、できていない。これが一番の問題。で

、 、は なぜそういうふうなことが起こるかというと

どこかで指揮命令系統が切れているのです、ガバ

。 、ナンスという意味で どこかで伝わっていなくて

さらに言うと、やれと、やってほしい、やらなけ

ればいけないといったことをやっているかどうか

を検証する仕組みがない、そういうガバナンスが

行われているということなのです。

これは、よくよく考えてみると、私自身が市長

として政策をやるときに、対象者は市民ですと、

でも皆さんそのものだし、自分そのものだし、自

分の課内そのもの、すごくダイレクトなのです、

いいことも悪いことも。ところが、教育行政とい

うのは、私がこうしたいと言っても、まず教育委

員会がいて、教育委員会事務局がいて、それで学

、 、 。校長がいて 学級担任がいて 子供たちなのです

ですから、壁とは言いませんけれども、レイヤー

がたくさんあるのです、３つか４つある。その人

たちが意図どおりに、私たちが言ったとおりに動

いているかを確認する手だてがないのです、これ

は。ですから、言っていること、理想論が子供た

ちまで伝わっているかどうかというのが分からな

い。
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こういう質問があったので、ある親御さんから

来年度の中学校の構想というのを、こういうのが

出ていますよというふうなのをいただいてきたの

。 、 。です Ａ４が１枚で いろんなことが書いてある

ところが、むつ市の教育と、このＡ４の紙で、３

センチ掛ける３センチのところに小さくだけ、む

つ市の教育「郷土に根ざし、生きる力と夢をはぐ

くむ学校」としか書いていないのです、教育大綱

で十何ページも書いているのに。これで果たして

私はむつ市の教育、先ほど教育長が言ったような

公教育を達成する目標というものが学校に浸透で

きているかというと、できていないです。見ても

いないのだもの、この学校は。私たちの教育大綱

を多分。こんなことやっているから、幾ら私たち

が理想を掲げて予算をかけても子供たちがよくな

らないのだと思います。ですから、そういうガバ

ナンスの中で、どうやって私たちの理想を子供た

ちまで伝えるか、それが伝わっているかどうかを

確認する仕組みまでをつくらなければ、これはう

まくいかないというのがまず１つには私はあると

いうふうに思っていますし、裏返していくと子供

たち、それから先生方、それから校長先生方、教

育委員会、私たちがやっぱり心を一つにして、子

供たちを真ん中に置いて、その未来をつくってい

く、そういう体制をしっかりとつくらなければ、

幾ら立派な教育大綱を言っても、私たちが皆さん

から幾ら教育委員会に様々な要望をしても、結局

現場でできていないということになってしまう、

私はそのことを非常にこの８年間感じております

し、でも今希望があるとすれば、阿部教育長は現

場で先生をやられて、校長先生をやられていた方

ですから、これから強いリーダーシップでむつ市

の公教育としての目標を各学校に定着させてくれ

るものと、私はそう信じておりますので、そこに

一縷の望みをかけているということでご理解いた

だきたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答え申し上げたいと思い

ます。

、 、私ども教育に携わる人間の目的は たった１つ

子供たちを変えること、子供たちの変容が我々の

教育活動全ての目的であります。

実は、先ほど来議員ご自身から、そして今市長

の口からも語られましたように、現場ではどうな

っているのか、そこが非常に大きな子供の変容の

ファクターであることは重々承知しておりまし

て、今年度事務局と話をする際も、施策を運営す

るためには確実にその結果等に関して我々は確認

をする必要があるだろう、そのようなことを都度

都度話をしてまいりました。それが実現されて、

実際に私どもが成果を子供たちの変容として捉え

ることができて、そしてその変容をもって施策を

より向上させて、そのようなサイクルが構築でき

たときに今ご指摘いただいた目的がかなうのでは

ないのかなと考えております。そうしたことをこ

れからも営々と進めていって、子供たちがしっか

りと頑張れる環境を整えることが責務だと考えて

おりますので、誠心誠意努めてまいりたいと考え

ております。

以上です。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 確かに私はあまり学校の中身

は詳しくないのですけれども、一般的に考えて学

校の先生方からすると、上司がいっぱいいるわけ

です。教育長だったり、市長だったり、まして人

事権を持っている県であったり、いろんな方面を

向いて学校運営していかなければいけないのだろ

うなという苦労は、ちょっと分かるところはある

のですけれども、その辺ぜひ教育長が主導を取っ

ていただいて、よい方向に進めていただければと

思います。この辺に関して、市長、よろしくお願

いします。
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〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 多分私のことを上司だと思

っている先生というのはほとんどいないと思うの

です。いや、これは実際そうなのです。そうだと

、 。したら もっと多分よくなっているはずなのです

やっぱりマインドセットといいますか、気持ちを

切り替えてもらわないと困る。まず、学校という

、 、のはどうしても これはよしあしではないですよ

役所もそういう部分がありますけれども、前例に

こだわるのです。前の年やったことをやらなけれ

ばいけないという、そういう強い強いやっぱり固

定観念があると。それから、学校として自己完結

しなければいけないという、そういう強いこだわ

りがある。この物事は、全部学校で解決しなけれ

ばいけない。

ある先生にこの前放課後に会いまして 「むつ、

☆かつ 、放課後やりますと言ったら、自分は部」

活動やっていますけれども、こっちでも活動した

いですと言ってくれるすばらしい方でした。そう

いう方が、でも、市長さん、それ放課後の生徒指

導はどうするのですかというふうに言うのです。

放課後なんか生徒指導する必要ないと私言いまし

た。それは、私の言うことは多分聞かないから、

いいのでしょう、やってくれていたし、それが大

事だった場面ももちろんあります。だけれども、

学校として自己完結できるという思いを捨てない

といけない。地域の中にある一つの機関だという

ふうに学校を思わない限り、様々なことが実はで

きなくなっている。この２つのことをマインドセ

ットしない限り、やっぱりよくならないのだと思

。 、 。 、います これは やっぱり大変なことだと でも

放課後のクラブ活動を移行することに合わせて、

中学校には校務改革、徹底した校務改革、これを

していただくということを私は強く訴えて、中学

校の校長先生方に、今回また校長会あるようです

ので、強く訴えていきたいと思いますし、少しず

つでも子供たちの環境が整う、そして子供たちの

ハンディキャップが何とか解消されるような学校

であってほしいなと思いますし、教育は学校だけ

ではありませんので、地域全体で子供たちの未来

が開かれるようにしっかりやっていきたいと、こ

のように考えています。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 教育、これからの将来のむつ

市の発展に対して直結する問題でございます。ぜ

ひとも強いイニシアチブを持って進めていただき

。 、たいと考えております むつ市の発展という言葉

今回の定例会、ふだん以上にたくさん出てきてお

ります。私は、むつ市の発展、そしてむつ市への

期待は市長職でなければできないとは考えており

。 、ません 青森県の発展はむつ市の発展につながり

そして国の発展はむつ市の発展につながってまい

ります。そういった大局的な視点から、むつ市政

に対する期待、そしてむつ市への発展という言葉

を市長がおっしゃっているのではないかなと私自

身受け止めています。特段答弁は求めません。一

議員として、そして一市民、一県民、一国民とし

て市長の飛躍を熱望して一般質問を終わります。

〇議長（大瀧次男） これで、原田敏匡議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午後１時55分まで暫時休憩いたします

午後 １時４４分 休憩

午後 １時５５分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎野中貴健議員

〇議長（大瀧次男） 次は、野中貴健議員の登壇を

求めます。５番野中貴健議員。

（５番 野中貴健議員登壇）
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〇５番（野中貴健） こんにちは。５番、市誠クラ

ブの野中貴健でございます。むつ市議会第254回

定例会において一般質問を務めさせていただきま

す。通告に従いまして、２項目５点の質問をさせ

ていただきます。市長並びに理事者各位におかれ

ましては、前向きなご答弁をよろしくお願いいた

します。

まず、同僚議員とくだりがかぶりますが、サッ

カーのワールドカップがカタールで開催中です。

連日の熱戦に世界中が注目している中、我が日本

代表は優勝経験がある２チームが入る厳しいグル

ープリーグで、ドイツ、スペインを逆転で退け、

見事トップで通過し、ベスト16を決めました。ご

承知のとおり、残念ながら決勝トーナメント１回

、 、戦でクロアチアに延長の末 ＰＫで惜しくも敗れ

悲願のベスト８には届かず、新しい景色を見るこ

とはできませんでしたが、その戦いぶりに日本中

に勇気と希望、そして感動をもらえたことに、に

わかファンの一人として感謝いたします。

スポーツや文化には感動と興奮を呼ぶ力があり

ます。それは、結果の有無にかかわらず、その個

人や団体の日頃の努力と鍛錬はもちろん、仲間と

の絆、それらを応援する周りのサポートの姿を思

い浮かべることができるからだと思います。サッ

カー日本代表の選手も、幼少期からクラブや学校

の部活動で切磋琢磨してきたからこそ、ワールド

カップという大舞台へたどり着いたのでしょう。

しかし、その部活動に対して、今大きな改革が行

われようとしています。若い頃にスポーツに対し

て下手なりに情熱を燃やしてきた一人として、１

項目めの部活動についてお聞きします。

市長は、３期目の挑戦となる今年の市長選挙に

おいて、１、活力のあるむつ市の創生、２、こど

も子育て・教育環境の向上、３、健康まちづくり

、 、 、 、の推進 ４ 明日をつくる新しいまちづくり ５

スマートシティ・ＤＸ（デジタルトランスフォー

メーション）の推進、６、危機管理・防災力の向

上の６つの新しい施策を掲げました。部活動に関

しては、２番目のこども子育て・教育環境の向上

の中にあるむつ市版総合型地域スポーツクラブ、

文化クラブの創設があります。

今中学校の部活動は、むつ市だけではなく、全

国的に少子化で部員が足りない、部活の選択肢が

ない、教職員の長時間労働の背景には部活動の顧

問で負担が多いなど数多くの問題を抱えており、

スポーツ庁及び文化庁は休日での部活動の地域移

行へのスケジュールをまとめているところであり

ます。

むつ市においては、一部の文化部、運動部を来

年度から、令和６年４月から令和８年３月まで全

ての部活動の完全地域移行を順次整備し、令和８

年４月以降を目標にむつ市版総合型地域文化・ス

ポーツクラブの設立を発表しました。これを受け

、 、て市民の反応はというと 不安の声はあるものの

肯定的な意見も多くうかがわれており、もっと早

くやってほしかったとの声も中にはありました。

しかしながら、心配な点も多々あることから、１

項目めの部活動についての１点目、総合型地域文

化・スポーツクラブの設置構想に至る経緯につい

て、２点目、旧町村の生徒達の活動は担保できる

のか、３点目、部活動参加の義務制から任意制へ

の移行についての３点をお伺いいたします。

続いて、２項目めの教育行政についてお聞きい

たします。1947年の学制改革、小学校６年、中学

校３年といった学校の種類と修業年限を定めた教

育体系の改革以前には、分校も含め、旧むつ市、

旧川内町、旧大畑町、旧脇野沢村には合わせて約

40校をも数えた小学校があり、統合、廃校などに

より今では12校までになり、特に川内地区は12校

あったものが今は１校になっています。中学校に

関しても、最近では2008年の角違小・中学校が大

湊中学校へ統合して９校になってしまいました
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が、倍近い数の中学校が過去にありました。

時代の変化に伴い、生活スタイルの移り変わり

も要因かとは思いますが、やはり約50年前から始

まった出生率の減少は大きな波となって当市にも

押し寄せていますし、まだまだ続くと考えられま

す。児童・生徒数の減少は、旧町村の学校はもと

より、市内でも中心部から遠い学校で顕著に表れ

ています。大変危惧する状況の中ですが、昨今は

申請すれば認められるとはいえ、各家庭の環境や

それぞれの事情等で学区外への入学も多く見受け

られるようになり、児童・生徒数の少ない学校は

より入学者数が少なくなり、各学校がある地域や

関係者の方は頭を悩まされているかと思います。

むつ市議会第250回定例会において、原田敏匡

議員の質問に対して令和３年度と令和９年度の児

童・生徒数を示されており、令和３年度、小・中

学校合わせて3,720名の児童・生徒数に対して、

６年後の令和９年度では3,150名となり、570人の

減との数字を聞いて驚いたところです。小学校児

童数は、令和３年度の第二田名部小学校全校児童

相当数、中学校生徒数は同じく令和３年度のむつ

中学校全校生徒数相当の減少になると見込まれま

す。2007年の15年前には5,839名いた児童・生徒

が、20年後の2027年には3,150人、たった20年で

約2,700人の減少であれば、20年後、30年後の状

況を考えたとき、学校の適正配置なども含めた議

論を速やかに検討するべきではないかと考えま

す。

以上のことを踏まえて、２項目めの教育行政に

ついての１点目、学区外へ通学している児童、生

徒数の把握について、２点目、児童、生徒数の減

少に伴い、将来的に広範囲の統合の検討があるの

かをお伺いいたします。

以上、２項目５点の質問をお伺いいたします。

これで、壇上からの質問を終わります。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 野中議員のご質問にお答え

いたします。

まず、部活動についてのご質問の１点目、総合

型地域文化・スポーツクラブの設置構想に至る経

緯についてお答えいたします。令和２年９月に文

部科学省より各市町村教育委員会及び各学校に対

し、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革に係

る通知がなされました。改革の内容は、部活動は

必ずしも教師が行う必要のない業務であるという

ことを踏まえ、部活動改革の第一歩として休日の

部活動の段階的な地域移行を図ることが示されま

した。今年度に入り、スポーツ庁、文化庁に提出

された提言では、令和５年４月から令和８年３月

までを改革集中期間として取り組むよう示されて

おります。

私は、生徒数の減少により、ほとんどの学校に

おいて部活動の選択肢が限られており、競技によ

っては合同チームを編成しなければ大会に参加で

きない現状から、子供たちの生き生きとした活動

の場を確保し、生徒に選択肢と充実した活動を保

障することが喫緊の課題であると考え、受皿とな

る総合型地域文化・スポーツクラブを設立し、生

徒はこれまでの部活動以上に充実した文化・スポ

ーツ活動に取り組む環境を早急に整備することと

いたしました。

、 、 、これまでの経過といたしましては 教員 生徒

保護者アンケートを行うとともに、教育委員会に

地域文化・スポーツクラブ設立準備室を設置し、

11月28日には文化・スポーツ協議会が開催され、

中学生にとって望ましい部活動の在り方について

協議いたしました。今後は、令和５年４月に文化

。 、部の一部と運動部の一部を移行いたします また

教員の働き方改革についても校務の見直しなどを

含め、改革に努めていただきたいと考えておりま

す。
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次に、部活動についてのご質問の２点目及び３

点目につきましては、教育委員会からの答弁とな

ります。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 野中議員の部活動のご質問

の２点目、旧町村の生徒たちの活動は担保できる

のかについてお答えいたします。

今回の取組は、現在活動中の部活動を廃止する

ものではありません。生徒に実施したアンケート

を基に、ニーズに合わせたクラブの設立を目指し

ており、現在の活動よりも充実した内容になるも

のと考えております。

次に、ご質問の３点目、部活動参加の義務制か

ら任意制への移行についてお答えいたします。こ

れまでむつ下北地区においては、部活動に取り組

むことによる心身の望ましい成長、チームワーク

や人間関係づくりを学ぶ機会となること等、部活

動の意義を考え、義務制となっておりました。し

かし、文部科学省学習指導要領においては、部活

動は生徒の自主的、自発的な参加により行われる

ものとされております。現代社会は多様性を認め

る社会であり、自らの可能性を主体的に高めるこ

との重要性を学んでいかなければならない時代で

。 、もあります 任意制により生徒のさらなる自主的

自発的な活動となるよう促し、自立性を高めるこ

とにより生徒を持続可能な社会の作り手の一人と

して育てていかなければならないと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

続きまして、教育行政についてのご質問の１点

目、学区外へ通学している児童、生徒数の把握に

つきましては、教育部長からの答弁とさせていた

だきます。

２点目、児童、生徒数の減少に伴い、将来的に

広範囲の統合の検討があるのか伺うについてお答

えいたします。現在教育委員会で統合について検

討を進めておりますのは、青森県が公表した津波

浸水区域に立地している正津川小学校であり、大

畑小学校への統合に向け、地域住民や保護者の皆

様に対する説明会等を実施しているところであり

ます。

教育委員会といたしましては、学校統合は児童

・生徒数の減少のみで考慮されるべきものではな

く、児童・生徒にとって望ましい教育環境の構築

であることを第一義に、地域の実情や保護者、地

域住民の皆様方のご意見のほか、学校施設の状況

や安全面等を様々な角度から検討していくべきも

のであると考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（伊藤大治郎） ご質問の１点目、学区

外へ通学している児童、生徒数の把握についてお

答えいたします。

令和４年５月１日現在において、あらかじめ就

学校として指定された学校から変更手続を得て就

学している、いわゆる学校指定変更を行っている

市内の児童・生徒数についてでありますが、小学

校は337名で、小学生全体に対する割合は14％、

中学生は121名で、中学生全体に対する割合は約

10％となっております。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） ご答弁いただきました。順番

が逆からで申し訳ありませんけれども、２項目め

からの再質問をさせていただきます。

今の教育行政のほうですけれども、１点目の学

区外へ通学している児童、生徒数の把握で、今部

長から数字をいただきました。小学生337名、中

学生で121名、予想はしていたのですけれども、

大変びっくりしました。これほどの多くの子供た

ちが学区外へ通学していると。かく言う私の子供

も、４人がいるのですけれども、１人が二枚橋小

学校の学区内に住んでいた頃、地区の人に大変申
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し訳ないと思いながらも、大畑小学校へ入学させ

ていました。理由としては、保育園のときの友達

がいるということだったのですけれども。恐らく

は、小学校と中学校では学区外へ入学する過程と

いいますか、理由は違うと思うのですけれども、

私が聞いた事柄は、小さい学校だとＰＴＡの役員

に充てられるのが嫌だとか、そういう理由でほか

に行くということもあるようです。家庭の事情等

々いろいろあるとは思うのですけれども、もし差

し支えなければ、こういう、いろんな多分理由等

あると思うのですけれども、分かる範囲でよろし

いので、その理由のほうをお答えお願いします。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

学校指定変更を希望する主な理由といたしまし

ては、引き続き友人関係を保ちたい、あるいは兄

弟姉妹が既に希望する学校に在籍しているといっ

た理由のほか、ご指摘がありました希望校にある

部活動への参加を望みたいといった理由も少なか

らずある状況となっております。

以上です。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） 友人とか兄弟等々ありますけ

れども、部活動は次の１項目めに戻ったときにま

たやるのですけれども、多分、恐らくですけれど

も、その部活動が要因だとは思う、中学校に関し

てはそうだと思うのです。でも、この理由も、数

字もそうなのですけれども、今後も学区外の入学

と、この理由等の把握を注視していただきたいと

思います。

２点目に入ります。２点目の児童、生徒数の減

少に伴い、将来的に広範囲の統合の検討があるの

かについてですけれども、30年ほど前、私が通っ

ていた、昨年度で廃校になりました二枚橋小学校

でも全校で120人くらいの、今は川内小学校ぐら

いの児童数ですけれども、いました。大畑中学校

に関しては700人近い生徒数がおり、今の田名部

中学校より多い生徒数になります。また、当時は

阿部教育長も大畑中学校に赴任していましたので

ご存じかと思いますけれども、旧大畑町は漁業、

林業などで栄えた町で、漁の不漁で、言わばバブ

、 、ルがはじけた感じになり 人が他に流れた影響と

プラス少子化のダブルパンチで現在に至ると想像

できますし、川内地区、脇野沢地区も同じことが

言えるのかなと思います。

そこでお聞きしたいのですけれども、率直にた

った20年足らずで5,839人から約2,700人減の

3,150人程度までの減少をどのように捉えている

のかお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） 人口及び児童・生徒数の減

少に関しましては、深刻に捉えております。そし

て、２つ申し上げることがございます。１つは、

量ではなく質で勝負をする、子供たちにしっかり

とした環境を整え、指導をなして子供たちの力を

最大限に伸ばしていく。そうした場合には、在籍

児童・生徒数の多い少ないは二次的な問題になる

のではないのかなと考えております。

そして、２点目に関しましては、そうした児童

・生徒数の減少に伴い、今議論の話題となってお

ります指定変更に関して、これも我々が考えなけ

ればならない状況ではあること、これも間違いの

ない事実であるとは考えております。

私どもの今の立場についてご説明申し上げれ

ば、私どもは諸般の事情は勘案するものの、最終

的には児童・生徒の希望、そして保護者の方々の

ご判断を尊重する、そのように考えております。

以上です。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） 今教育長からお答えいただき

ましたけれども、私も全くそのとおりだと思いま

す。子供たち、その家庭の事情というのを一番に
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考慮しての進学希望といいますか、変更している

と思いますので、それぞれが望んだ道に進むため

、 、の最善の策と思い 移動していると思いますので

それは私は同じ意見だと思います。10年後、20年

後を見据えたときには必ず必要になる議論になる

のかなと思います。20年後に何人になるか、それ

はそこまで分かりませんけれども、少人数の学校

へ入学させるよりは人数の多い学校へ、今後も学

区外へ入学を考える家庭はあると思います。これ

は漠然と今私言っていますけれども、それならば

大規模な統合の検討もしかるべしと考えます。こ

れ言えば、私、多分各地区の学校のあるところか

らお叱りがあると思うのですけれども、地区の人

は学校を残したいです、でも子供のことを考えれ

ば、やっぱり親というのは部活をやるとか、そう

いう希望を持って行くのですから、そういう考え

もあるのかなと思います。その辺のご所見を最後

１点お伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） ご提言のありました大規模

な地区を伴う統合に関しましては、検討の選択肢

の一つに当然なり得るものと考えております。し

、 、かしながら 先ほど来申し上げておりますように

私どもといたしましては児童・生徒の希望、そし

て保護者の方々の意思を最優先に、そして望まし

い教育環境の構築を最重要に考えて議論を進めて

まいりたいと考えておりますので、ご理解賜りた

いと存じます。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） ありがとうございます。

続いて、１項目めの部活動について再質問いた

します。11月及び12月の市長の定例記者会見を拝

見しております、どちらも。何回も見ました、ユ

ーチューブで。おおむね把握はしていますけれど

も、改めて細部について質問いたします。しかし

ながら、検討中の案件ですので、答えられる範囲

で構いませんので、よろしくお願いいたします。

まず、１点目の総合型地域文化・スポーツクラ

ブの設置構想に至る経緯についてですけれども、

協議会をつくられたということですけれども、広

、 、 、範囲の声 広範囲といいますか 旧町村も含めて

その声が届くのか、心配な部分もありますので、

差し支えなければ構成メンバーをお伺いいたしま

す。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（伊藤大治郎） 文化・スポーツ協議会

のメンバーについてお答えいたします。

むつ市スポーツ文化コーディネーター、むつ市

校長会中学校部会長、下北地方中学校体育連盟会

長、下北地方中学校文化連盟会長、むつ市体育協

会会長、むつ市文化団体協議会会長、むつ市連合

ＰＴＡ会長。

以上となっております。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） 校長会等々の会長、副部長と

かも入っていますので、恐らくは大畑地区とか川

内地区、近川もそうですけれども、全ての遠いと

ころ、市中心部から遠いところの声も拾ってもら

えるので安心はしておりますけれども、その声も

しっかり拾ってもらいたいと思いますので、ここ

はよろしくお願いいたします。

文化クラブのほうなのですけれども、吹奏楽や

、 、合唱などの 市長も懸念していたのですけれども

コンクールへの参加はクリアできるのかという声

もたくさん聞こえていましたので、その辺をひと

つお聞きいたします。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

コンクールへの参加等に関しましては、私ども

は最大限保証する方向で考えております。ご承知

のように今般の地域文化クラブの移行に伴いまし

て、吹奏楽部はこれまでの学校部活動を維持する
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ことといたしました。理由は、今まさに議員から

ご指摘いただきましたコンクールへの参加が現段

階では保証し難い状況にあるということを考慮し

たためであります。現段階は、複数校が合同チー

ムを結成して演奏した場合、金賞を獲得して、そ

して県大会に進む、そこまでは保証されておりま

すが、県大会でどんなにすばらしい演奏をして金

賞を受賞しても、東北大会には残念ながら今年度

のレギュレーションでは進むことができないよう

になっております。

、 、こうした状況等を踏まえ 私どもは各競技団体

文化団体等と連携を密にしながら、あるいは私ど

もが目的とするものをお伝えして検討を促しなが

ら、子供たちがそうした発表の場を奪われること

が決してないように考えて進めてまいりたいと考

えております。

〇議長（大瀧次男） ５番。

（ ） 、〇５番 野中貴健 たしかスポーツ庁のほうでは

全中とか県中のほうですけれども、そちらのほう

は当然国のほうから地域移行してくれとお願いし

ている事案なのですけれども、その辺は例えばク

ラブ化しても考慮してくださいというのはスポー

ツ庁のほうはしているのですけれども、これは教

育長、文化庁のほうからそういうお達しといいま

すか、そういうのはあったのでしょうか、ちょっ

とお答え願います。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

文化、スポーツ、状況は同じであります。運動

部のほうが分かりやすいかと思うのでお話をいた

しますけれども、確かに全国中体連という組織も

あります。同様に東北中体連、青森県中体連、そ

してむつ下北地区中体連、それぞれの団体があり

ますが、全て任意団体とご認識いただきたいと思

います。したがいまして、私ども教育委員会とい

たしましても、学校に関しては所管をしておりま

すので、指示をすることは可能ですが、任意団体

に関しては協議をするしかすべはありません。こ

のことは、文部科学省スポーツ庁と全国中体連と

の関係においても全く同じ状況になっておりま

す。したがいまして、所管をしていないので、協

議を進めるしかない。したがって、こうするから

確実にそのようにしなさい、これで決まりですと

いう立てつけにはなっておりませんので、そのよ

うな状況から、先ほど申し上げたように緊密に連

、 、絡を取り合って 我々の意図を伝えて善処を願う

そういうことを考えておるところです。

そして、蛇足ではありますが、一般的には中体

連という名称がスポーツになれば随分出てまいり

ますけれども、実は県大会以上の大会に関しまし

て、地区大会でもそういうところはあるのですけ

れども、夏の中体連以外は、県大会は中体連は主

催しておりません。新人戦あるいは春季大会等、

今お話をした夏の中体連、県大会以外は、全て主

催団体はそれぞれの単位競技団体になります。し

たがいまして、私どもが連携を取るべき対象は多

岐にわたっておりますが、子供たちの可能性を損

なうことがないように、漏らすことのないように

しっかりと連携を保ってまいりたいと考えており

ます。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） 大変分かりやすい答弁をいた

だきました。ありがとうございました。いずれに

しても、運動部にしろ、文化部にしろ、国のエゴ

でもないですけれども、それで子供たちの可能性

がなくなるのは、これは言語道断という話ですの

で、まだ細部についてはこれから調整だとは思う

のですけれども、誠心誠意尽くしていただきたい

なと思います。

どのクラブでもですけれども、お金というのは

やっぱりかかります。特に吹奏楽は、楽器が高価

と。レストアといいますか、オーバーホールとい
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いますか、修理なのでしょうけれども、というの

にもやっぱり、分かりませんけれども、結構維持

費がかかります。部活では、各学校のＰＴＡ会費

のほかに後援会費というのがありまして、そちら

から部の備品の購入をしたり、遠征で補助したり

して、各部の活動費、各部でまた集めている、単

独で。参加費ですけれども、そのほかにも補填で

きたのですけれども、部活、学校から離れた状況

になれば、その辺の後援会費が出ないということ

になればちょっとよろしくないのかなと思ってい

ますけれども、その辺りはどのように考えている

のかお聞きします。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お話しいただきました生徒

活動後援費に関しては、おおむね各学校によって

差異はあるものの、月額1,000円程度と認識をし

ております。そして、この月額1,000円と同額程

度のみを徴収して、保護者の負担増とならないよ

うに考えております。

しかしながら、議員からご指摘いただきました

楽器のレストア以外に、例えば運動部であっても

数年に１度はユニフォームを更新する、そのため

に先ほど申し上げた後援費を積み立てておくよう

なこともそれぞれの学校が独自になされているか

と思いますので、子供たちの活動を保障するため

にはこうした細部にもしっかりと配慮をして、保

護者の負担がなく、そして子供たちの活動も充実

が図られるように検討を進めてまいりたいと考え

ております。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） 先ほども申し上げました後援

会費というのは、別に部活動だけで使うわけでも

なく、学校の備品等々をそろえるのにも使うので

すけれども、その辺が抜けたときにどうなるのか

、 。なとちょっと危惧したもので 質問いたしました

次ですけれども、指導者についてもいろいろ話

はあるのですけれども、今後募集するなり、今そ

ろっているのか、これからだと思うのですけれど

も、募集するなり、ライセンスが必要とか、いろ

いろな形の中で検討されていくと思うのです。小

学生を対象にしたスポーツ少年団とは違い、中学

生が今度相手になれば、多感期、思春期などで精

神的に影響を受けやすい年代で、指導者とのコミ

ュニケーションが何より大事になってくるのです

けれども、この辺のことも踏まえて指導者の募集

を考えているのかお聞きします。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） ご指摘いただいたことを重

要視して指導者の募集等に当たっているところで

あります。

実は、案を策定する前に担当課の課長が２名で

全ての学校を訪問して、全部活動の顧問の先生方

と面談をさせていただいております。そして、検

討会議が立ち上がりましたので、そこの決定事項

を受けて単競、いわゆる単位競技団体様とも鋭意

連絡を取らせていただいているところですけれど

も、そのように関係者と綿密に連絡を取り合って

状況を把握して、そして指導者の派遣、その参加

意思等に関して丁寧に確認をしているところであ

ります。

、 、そして ご指摘いただいたコミュニケーション

あるいは思春期の子供たちへの対応に関しては非

常に重要かと思いますので、指導をお願いした後

でも継続的に指導者のそうした面のメンタルケア

の講習会等も定期的に行っていかなければならな

いと考えております。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） ぜひメンタルのほうをケアし

ていただける状況をしっかり構築していただきた

いと思います。

次ですけれども、移行に関してのスケジュール

は大体把握しておりますけれども、スポーツクラ
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ブでは来年度からサッカー、柔道、水泳がそれぞ

れ、それ以外は再来年度からとなっていますけれ

ども、旧市内は無理かと思いますけれども、川内

地区、大畑地区で来年度から、逆にうちのほうは

できるよと、移行できるよという場合は可能なの

かお聞きいたします。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） 総合文化部に関して、まず

お話をさせていただきたいと思います。ご承知の

ように、北通り大畑地区に関しましては大畑地区

の公民館で、そして西通りに関しては川内地区シ

ェルホールで活動することといたしております。

このように地区によって移動に関する条件が一様

ではないことから、それぞれの子供たちの可能性

が摘まれることがないように活動場所の配慮等も

いたしております。同様の配慮を運動部等に関し

ても十二分に検討して、その結果として部活動の

在り方が決まるかと考えております。現段階にお

いて具体的にどの部がどの場所でということは確

定しておりませんので、発言を控えさせていただ

きたいと思います。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） そうすれば、例えばですけれ

ども、大畑地区で来年、どうしても大畑地区、北

通りは１校なのであれなのですけれども、例えば

小学校でミニバスがあるのだけれども、中学校に

はないという状況。野球部も今人数少ないのです

けれども、中学校があれだったらうちらでやるか

という話があった場合でも、来年度はちょっとま

だ待ってくださいよという状況でいいのか、ちょ

っと確認します。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

まず、なぜ地域移行するか、その目的に立ち返

ってお話をさせていただきたいと思います。現状

各学校ごとの活動であれば、充実がなかなか保障

し難い、そのような現状を解消し、子供たちに選

択肢と充実した活動を保障するための地域移行で

あります。したがいまして、この目的がかなうの

であれば、おっしゃるようなことに関しても十二

分に検討はなされるかと思いますが、もしこの目

的に逆行すると判断される場合には、やはりそれ

は選択肢から外れることと考えておりますので、

大変恐縮ではありますが、全ての方々のご希望が

100％かなう、そういう状況にはないということ

はあらかじめ申し上げておかなければならないと

存じます。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） ちょっと何クラブか、クラブ

といいますか、今部活で早くやりたいなというと

ころも逆にありましたので、お聞きしました。可

能性がもしあるのであれば、ぜひ検討して、相談

は多分教育委員会のほうに行くとは思いますけれ

、 。ども そのときはまたよろしくお願いいたします

スポーツクラブで12クラブ、文化クラブで10ク

ラブの設立を目指していますが、それ以外で設立

したいと、先ほども言いましたけれども、したい

との声があれば、この枠組みに入れるのか、それ

以外の競技なり文化ですけれども、例えばですけ

れども、田名部高校に県下でも有名なフェンシン

、 。グ部がありますけれども 中学校ではできないと

多分個人ではジュニアクラブ等々に入って行って

いる子もいるかと思いますけれども、そういうパ

ターンとか、あるいはリトルシニア、硬式野球部

をつくりたいのだと、再来年からでもできないか

なという声もあるかもしれませんけれども、そう

いう状況でもこの枠組みに入るのか、お聞きいた

します。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 非常に大事な論点だと思い

ますので、ちょっとお答えするのですが、入りま

す、入れると思います。大事なポイントは、今教
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育長から今回の中身について丁寧に説明していた

だきましたけれども、もう少し簡単に言うと、こ

ういうことなのです。今スポーツにしても、文化

にしても、年代で分断されているのです、むつ市

というのは。つまり小学校は小学校、中学校は中

学校、高校は高校、大人は大人と４つの横のこれ

があるわけです。これが今後どうなっていくかと

いうと、小学生少なくなります、中学生少なくな

りますとなっていくと、例えば今10競技、文化も

含めて10競技できるとすると、例えば小学生の数

が２割減ると８競技になるかもしれないのです。

もっと言うと、もっと減っているかもしれないで

す。５競技しかできなくなっている可能性もある

と。中学校も同じ状況で、減っていくと減ってい

く。だから、つまりその年代でできなくなる競技

ができてくる。それは何を意味するかというと、

二度とできないのです、小学生は。あるいは、中

学生も二度とできないのです。高校生も多分二度

とできなくなる。

ところが、人口減少が進んでいく中でも、今度

それを縦に切るのです。つまり例えば野球の話あ

りましたけれども、小学生で野球やらない子がい

ても、中学生でやっている子がいると、まず野球

というのは残るわけです。中学校でいなくても小

学校でできれば、また野球というのは残ると。１

人でも、９人いれば残る。それが、高校生がやっ

て、大人がやってとつながっていれば、そこで野

球やっている人たちのグループに必ず子供が入れ

るようになる。そういう状況を今回つくっていく

のが最終目標の統合型地域文化・スポーツクラブ

ですから、今ご指摘のあったようなボートとか、

あるいはフェンシングみたいな話は、これは小学

生からぜひクラブチームをつくっていただきたい

というふうに思いますし、そのことが大きくこの

後のむつ市のスポーツの発展につながってくるも

のと私は理解をしていますというか、そういうふ

うにしていきたいと考えています。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） 今市長が言っているとおり、

今までは本当に横割りだったのです。これを縦割

りにすると一定のつながりがあって、指導者はも

しかするとラップする部分があって、お互いがウ

ィン・ウィンになるような形だと思うのです。そ

うすれば、例えば幼稚園から続けた、中学校、高

校、この仕組みができれば、構築されれば競技人

口も増えるだろうし、ある一定のコミュニケーシ

ョンもそのまま継続していけるのかなと私も思っ

ております。

先ほどちょっとフェンシングの話、うちの娘が

やっているからというわけでもないのですけれど

も、せっかく強豪校になっていますので、中学校

ではないからほかの競技するという状況が、これ

からそういう形でなくなるのであれば、何とかそ

んな形でよろしくお願いしたいなと思っておりま

す。

、 、１点目が終わって ２点目に移りますけれども

旧町村の生徒たちの活動は担保できるのかについ

てですけれども、大畑地区はクラブ化しても大畑

地区は大畑地区ということで、１校で変わらない

わけなのです。川内、脇野沢地区も２校分で、現

状あまり変化がないと。なくなることはないと言

っていますけれども、とはいえやっぱりできなく

なる部活動もあるのかなと感じております。その

辺を、先ほどおっしゃったかもしれませんが、も

う一度お聞きいたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） まず、おっしゃるとおりの

部分があるのです。ただ、現状を続けていくより

は多分ずっとよくなるというのが今回の取組だと

いうふうに理解してほしいと思っていますし、そ

れに加えて先ほど縦割りでという話がありました

けれども、これは実は地方創生の取組なのです。
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これは、何かといえば居場所づくりなのです。私

たち外、高校を卒業すると大体外、今は明の星短

期大学と青森大学がありますけれども、大体外に

９割ぐらいの人が出ていかなければいけなくなる

と。例えば正月に戻ってくるとか、お盆に戻って

、 、くるときに そのクラブでまた活動できるのです

戻ってくれば、縦割りになっていれば。逆に言え

ば、もっとＵターンしてきて、こっちで仕事する

というときにも戻ってこられるわけです。そうい

う居場所づくりの新しい取組だと。本当にこれは

むつ市の地方創生の取組として、根幹においてこ

れは取り組むべき事項だと私は思っています。

これは、各町村でも一緒でありまして、現状全

くできていないところから総合文化クラブをつく

りますので、現状よりは確実によくなります。た

だ、この先さらに減っていったときにどうするか

ということについては、これはまたこれからの課

題として捉えていきたいと思いますけれども、繰

り返しになりますけれども、やっぱり居場所づく

り、それから縦割りでクラブをつくっていくとい

うことは最終目標ですから、それにふさわしい形

をしっかりと旧町村部にも配慮しながら整えてい

きたいと、このように考えてございます。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） 何とぞよろしくお願いいたし

ます。

移動手段のほうになるのですけれども、学校か

らその活動拠点に、近くでしたら問題はないので

しょうけれども、記者会見でも聞いたのですけれ

ども、改めて学校帰りにクラブの拠点場所への移

動手段等々がどうなるのかなという声もたくさん

聞きましたので、夏場だったらまだいいのですけ

、 、れども 冬に自転車通学も困難だよという場合は

その辺どんなふうに考えているかお聞きいたしま

す。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） 会見で市長が申し上げたよ

うに、クラブが運営するバス等の送迎を想定して

おります。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） ありがとうございます。

話は替わるのですが、大畑地区の文化クラブな

のですけれども、活動拠点は公民館だということ

で、皆様ご存じのとおり老朽化が著しく、雨漏り

もあると。さらに、吹奏楽もそこで活動するとす

れば音漏れもして、近隣、近所に、どこかの自治

体ではないけれども、公園でうるさいよという声

もあるのかもしれない、そういう問題も大変懸念

。 、 、しておるところです このことに対して 公民館

、 、そうだよねと考えて もし何か対策といいますか

検討していることがあればお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

今回の地域クラブというのは、地域というか、

私たちむつ市が基本的に責任を持って移動や場所

の提供をするというのが取組の根幹にあることで

す。ですから、今現状公民館はこういう状況とい

うか、あのような状況でありますけれども、今後

公民館、場所も含めて、しっかりと新設していく

というような形が私は求められていると思います

ので、少し、来年度とか再来年度とかということ

ではないかもしれませんけれども、中長期的には

公民館の新設、そこでの子供たちの活動の保障と

いう形が望ましいと、このように考えてございま

す。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） 大畑地区の人から見れば、今

の言葉は大変うれしい言葉なのかな。公民館の新

設といいますか、切望して何年にもなるのですけ

れども、逆に要望でもないのですけれども、令和

６年度から供用開始予定の防災教育センターがで

きると。完成に伴い、大畑中学校の敷地内にある
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給食センターは廃止になるわけですけれども、そ

の跡地に、要望ですけれども、例えば防災施設も

兼ねた公民館として建設も考えられるのかなと。

私の希望ですけれども、と思いました。

３点目に入ります。部活動参加の義務制から任

意制への移行についてですけれども、今までの義

務制もそうなのですけれども、転部もなかなか認

められない状況だと認識しております。それで、

任意制になれば、学校が終わればそのまま家に帰

る子ももちろんいるでしょう。家に帰って宿題す

るなり、ゲームするなり、もう自由になるわけで

すけれども、そういう生徒が出てくる中で、徒歩

や自転車通学ならいいのですけれども、その場合

でも学校からスクールバスで遠いところに帰る子

供たちもバスが出るのか。またちょっとバスの話

に戻るのですけれども、お願いします。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

まず、学校が終わって直帰する子供が出た場合

ですけれども、まずそうした状況になる前に、目

的は子供たちの主体性を育むことですので、では

その時間に君は何をして、自分のためにどんなこ

とをするの、そういうガイダンスもしっかりした

上で、そうした結論が導かれるものと考えており

ます。そして、仮にそうした状況が生じた場合に

は、当然時間の調整等は必要になるとは考えてお

りますが、スクールバスの運行はこれまでどおり

保障されるというふうに考えております。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） バスが出るということは安心

しました。クラブ等、家に帰る等々、子供たちが

分かれるわけですけれども、その辺も学校から見

ればしっかり把握して、子供たちの状況を把握し

て、見てもらいたいなと思います。

もう一点ですけれども、来年度から任意になる

わけですけれども、新１年生はいいのですけれど

も、今の在校生も対象になるのかお伺いいたしま

す。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

今野中議員から行くメンバー、行かないメンバ

ーをちゃんと学校として把握してほしいというふ

うなお話がありましたけれども、私はそれは学校

がやることではないというふうに理解するので

す。つまりさっきの議論の中でも出たのですが、

学校は今回大きく考え方を変えて、学校の中の校

務をいかに整理するかということを考える。その

上で、放課後は連結地点で子供たちの安全を守ら

なければいけない時間帯、もちろんありますけれ

ども、それ以外のところでは学校はいかにこれを

関与しないかということを考えなければいけな

い。そうしなければ、いつまでたっても教員の働

き方改革は、これは達成できないのです。ですか

ら、そこは私はあえて、そういう質問をしていた

だいたので、その部分については指摘をさせてい

ただきたいというふうに思います。具体的な答弁

については、教育委員会からお願いします。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） 在校生に関しても、新入生

と同様に任意制への移行を考えております。意図

は、先ほど来申し上げているように子供たちの主

体性を育むことが我々の目的である、この１点に

尽きます。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） ありがとうございます。

スポーツ少年団のこの間話しした、ちょっと話

が替わりますけれども、スポーツ少年団の話をし

て申し訳ないですけれども、つながるので。現指

、 、導者からの意見で 地域でのクラブ化移行の際は

情報共有のためにも、ぜひ年１回は全体での話合

いの場を設けてほしい。スポーツにしろ、文化に

しろ、そうなのですけれども、という声がありま
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、 。したので ぜひ検討していただきたいと思います

また、先日ですけれども、市民スポーツ課に行

って聞いて、初めて知ったのですけれども、スポ

ーツ少年団の相談窓口を現在設置していると伺い

ました。クラブの地域移行後にもこういった相談

窓口を設置する予定があるのかと、もし設置すれ

ば所管はどこになるのかお聞きいたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ここも保護者の方々から、

具体的にはまた今の２点については教育委員会か

ら答弁しますけれども、非常に誤解の多い論点な

。 。のです ですから聞いていただいたと思うのです

それは何が誤解が多いかというと、小学校のとき

の記憶がみんなあるのです。そうすると、小学校

のときみたいにうまくいかないのではないかみた

いな話になるのです。それは全然違うのです、小

学校のときとは。小学校のときは、これは何をし

たかというと、ただ単に部活動をやめただけなの

、 。 、です できなくなったから 今ある地域のクラブ

いや、すばらしいクラブばかりだと思いますけれ

ども、地域のすばらしいクラブに行っていただく

と。そこには誰も何も関与しなかったのです、は

っきり言って私たちは。それは、大いに私たち反

省しているのです。ですから、今回それとは全然

違って、基本的には全ての子供たちの受皿を今ま

で以上に、学校がやる以上につくるというのが肝

なのです。だから、そこは全然違うというふうに

見てほしい。

ただ、やれば物すごく批判が来ると思います。

思っていたのと違うという子がたくさんいると思

います 「むつ☆かつ」という言葉も、多分子供。

たちですから、上手に何か悪口つくるでしょう。

それはいいのです、それはいい。ただ、中長期的

に見れば、これはやらざるを得ないし、やったほ

うが絶対いい取組だし、小学校のときとは全然違

う、哲学もコンセプトも。それから、その先にあ

ることも全然違うということだけは、さっき言っ

たとおりですけれども、それだけはぜひ、野中議

員も様々な保護者の方々とお付き合いあるでしょ

うから、お伝えいただければと思います。具体的

には教育委員会から答弁をさせていただきます。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

（ ） 、〇教育長 阿部謙一 定期的な話合いの場の設定

そして相談窓口等に関してのご質問ですけれど

も、答えは１つに集約されると考えております。

私どもは、運営の大本となる組織を、名称は現段

階では確定はしておりませんけれども、しっかり

とつくって、その統括団体が各クラブをしっかり

と運営する、必要な指導等を行う、そのように考

えております。そういう組織の中で定期的な話合

、 、いの場であったり あるいは相談窓口であったり

そうしたものが適切に設定されるものと考えてお

ります。

、 、 、また 相談窓口等に関しましては 外注をして

専門家のほうにしっかりその任に当たっていただ

く、そのような案も既に提示されているところで

ありますので、一言申し添えたいと思います。

以上です。

〇議長（大瀧次男） ５番。

〇５番（野中貴健） ぜひ一人の子供を取り残さな

いような相談窓口をつくっていただき、全ての子

供たちが可能性のある未来の子供たちですので、

しっかりサポートしていただきたいなと思いま

す。

先ほど市長もおっしゃったとおり、やっぱり市

民というのはスポーツ少年団のイメージが強く

て、はじかれたようなイメージがついていて、今

部活移行に関してもやっぱりそういうイメージが

あると。その辺は違うよと私も伝えて、行政でや

るのですよと言っているのですけれども、なかな

か伝わらない部分がありますので、市長なり教育

長なりが一生懸命、これからもより一層情報発信
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していただければなと。私も当然頑張りますけれ

ども、よろしくお願いいたします。

様々な形で、いろいろクリアしなければならな

い課題も多いと思います。当然初めから、市長も

おっしゃっていましたけれども、100点というの

はありません。どんどん、どんどんやってアップ

デートしていく問題ですけれども、子供たちの可

能性のためにもよりよい環境づくりを、地域の特

性を生かしたクラブ化 「むつ☆かつ」の実現成、

功にしていただきたいと思います。ただし、むつ

市だけが先行して実現し、成功しても駄目だとも

私は思っています。

市長、答弁は求めません。市長の先見の明と創

造性豊かなアイデアをむつ市だけでとどめておく

ことはないのではないでしょうか。11月５日、６

日に青森県ＰＴＡ研究大会むつ・下北大会が行わ

れて、県内各地から大勢のＰＴＡ会員がこのむつ

市へ集まり、市長にも基調講演でご参加していた

だきました。この際の市長の人気ぶり、私は嫉妬

しております。佐藤広政議員には負けますけれど

も、私も数多くのＰＴＡ研究大会に参加しました

けれども、自治体の長にタレント並みやそれ以上

に群がり、写真撮影大会、そんなもの見たことあ

りません。民意は、宮下宗一郎を求めているので

はないでしょうか。むつ市だけではなく、青森県

を今以上によくするためには宮下宗一郎の知恵

が、力が今こそ必要なのではないでしょうか。私

も多くの同僚議員と同じく、青森県の新しい景色

を見るためにも青森県知事選に出馬するべきと考

える一人です。文化・スポーツクラブの地域移行

と同様の、いや、それ以上に前向きに検討してい

ただきたいとお願いして私の一般質問を終わりま

す。

〇議長（大瀧次男） これで、野中貴健議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（大瀧次男） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

なお、明12月10日及び11日は休日のため休会と

し、12月12日は鎌田ちよ子議員、佐賀英生議員、

、 。佐藤武議員 佐藤広政議員の一般質問を行います

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時５１分 散会
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